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ロシア臨時政府に関する一考察(下〉

一一特に連立政府に対するエス・エノレの動向を中心として一一

十品 同 建次郎

はじめに

第工章第 A次連立政府の成立 (以上12号〉

第E章連立政策の展開とその帰結

第 1節第一次連立から第二次連立へ (14号〉

第2箆第二次連立から第三次連立へ (以下本号〉

おわりに

第 2節第二次連立から第三次連立へ

( 1 ) 

第二次連立政府は，ミリュコーフに言わせれば， 1第一次連立の政治的失策Jを二つ 11修

正j した01〉その二つの問題とは，ウクライナ問題と憲法制定議会選挙期日の問題である O

第一次連立を瓦解させる産接的契機となったウクライナ問題の経過については，前節で

簡単に触れておいたが，ウクライナ中央ラーダは，臨時政府代表との前記協定に立脚し

て 7月初めに 2回自の|ー毅条令J(yHHBepCaJI) を布告した。そこでは， ラーダはウ

クライナに住む他の諸民族代表によって補充され，その補充されたラーダは新たに総書記

局を選出し， ウクライナにおける臨時政府の[最高の地域権力作paeBa冗BJIaCTb) の担

L 、手J1最高の地域行政機関Jとして政府の承認を求めること， 憲法制定議会の承認をう

るべくウクライナの自治制度に関する法案を準錆 L，それに先立ついかなる「昌治の専断

的創設jをも否認するものであることなどが，最初の j-^毅条令j よりもより協語的な調

子で言及されている 02〉実際に総書記局の構成メンバーが最終的に確定されたのは 7月

中旬であっ 1'::"0 同時にウグライナの最初の「憲法」となるべき筈の総書記局に関する規定

案もでき上った。 7丹17EL a人の総書記高のメンバーが臨時政府との最終的な交渉を
行なうためベトログラードへ向かった。ラーダ代表団を迎えて，この問題に対処した政府

側の中心人物は，第二次連立政府の会討検査波長ココシキン，政府付設の法制審議会のメ

ンバー， ノザデ (Ho瓦b，lJ.e，6. M.) らであるC ともに法学者でカデットであるかれらは，

自己の任務を 17J328の協定がロシアにもたらした害悪を可能な限り弱めることj にお

いていた03〉

1) CM. n.討.MHJI沿 KOB，I1CTOpH兄 BTOpO詰 pyCCKO註 peBOJIぬUHH，T. 1， BbIll. 2， Co争目冗， 1922， 
CTp. 86， 91. 
2) CM. PeBOJIIOUHOHHoe )l，BH)KeHHe B POCCHH B HIOJle 1917 r. (日時江bCKH員 KpH3HC)，M.， 1959， 
CTp. 501-7. 以後，目的lIbCKlI詰 KpH31IC とi略兵己ナる O

3) CM. n. H. MHJI回 KOB，TaM )Ke， CTp.お5-6.
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高岡健次郎

ウグライナ代表団がベトログラードへ携えていった規定案は r一般条令Jにみられる
「ウグヲイナにおける最高の地域行政機関JとL、う総書記局の規定にはじまり，総書記局

は 14名の長官一一内務，財務，軍務，食糧，農務，法務，文部，民族， 商工務， 逓信，

労働，運輸，会計検査院，総務書記一ーからなること，ウクライナにあるすべての官庁は

総書記局の管轄下におかれ，選挙によらぬすべての管理職は総書記昂またはそれに下属す

る機関によって入れ替えられること，などの諸点を含む 21か条からなっていたJ〉これ

に対して政府側は 7月 27Bの閣議で，法制審議会の手になる f訓令」案をウクライナ

代表団も参加する中で討議しはじめ 8月 4日，首相ケレンスキー，法相ザノレドヌイの署

名する「ウクライナ総書記局への車時政府言11令Jを公布したのであるC それによれば，政

府はまず，総書記局が[憲法制定議会による地方行政 (MeCTHoeyrrpaB~eH目的問題の解

決に至るまでウクライナの地方行政の業務に関するJ最高機関であるとして，将来のウク

ライナ問題の解決をロシア国家内の地方行政制度にかかわる問題の枠内に閉じこめる姿勢

を打ち出しさらに，総書記局の権限の及ぶ範囲を，要求されていたウクライナ地方9県

のうち，キーエブ，ヴォノレイニ，ポドーリヤ，ボルターヴァの 4!呆，それに県内の 4郡を

除くチェノレニーゴフ県を加えた地域主こ限定しまた，総書記局の構成中，寧務，法務，逓

信，運輸，食撞の 5ポストを認めなかった。急を要する場合は，中央の昌家機関・官庁が

蓋接ウグライナの各当局にその決定を通知し，その処震を総書記局にも同時に知らせると

された05〉ウグライナ劉の 21か条の中にみられる，政府の全法令は書記局の公報にウク

ライナ語で公表された日から発効するという要求は，拒否された，等々 O ミリュコーフは

この言Jl令を{ほとんど完全に政府の観点、が生かされたJ6) ものと評価し， 冒頭で、触れたよ

うに， この経過を， r第一次連立の政治的失策Jを第二次連立が「諺正」した一部とする
のであるが，確かにここには，ツェレテリが一方の主要な推進者であった 7月 2EJ協定か

らの嬰自な後退が認められるO

ウクライナ代表自は，当初この諒l令の方向に激しく反対していた。しかしラーダの中に

は非ウクライナ人代表の招致に伴って，すでに，ウクライナの領域，総書記烏の構成や権

能をめぐる論争が生じており， r自治問題におけるラーダの過度の要求J こ不満をもっ層
が形成されていた。吉司令をめぐる討議の結果，ラーダは，そこにみられるウクライナ民主

主義派への不信， rウクライナに対するロシア・ブルジョアジーの帝国主義的傾向J， 7月
2臼の協定の侵犯などを「激しく非難しつつも，結局はやはり『臨時曹司令』を受け容れる

決議Jを， 247対 36(棄権 70)の多数をもって採択したのだったJ}

ミリュコープの言うもう一つの f修正Jは，憲法制定議会選挙期トiの問題，すなわち，

6月に第一次連立政指が決定した9月 17BとL寸憲法鋭定議会選挙の日取りを，第二次

4) Cf. Selected and ed. by R. P. Browder and A. F. Kerensky， The Russian Provisional Government 
1917 -Documents， vol. 1， Stanford， 1961， pp. 394-6. なおこの資料集ほ3巷よりなるが，以後，

Documents 1， II， IIIと略記するO

5) CM. PeBOJIIOUHOHHoe 江BHiKeHHe B POCCHH B aBrycTe 1917 r. (pa3rpOM KOpHHλOBCKoro 
M兄TeiKa)，Mリ 1959，CTp. 174-5. l:メ長， Pa3rpoM M兄TeiKa と略記する。
6)口.百.MHJl泊KOB，TaM iKe， CTp. 86. 
7) CM. TaM双 e，CTp. 84， 88-91. 
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ロシア臨時孜前に関する一考察〔下)

連立政府が 8月 9日付決定で，選挙日を 11月 12日に，召集日を 11月 28日に延期した

問題である。その理岳とされていたのは，選挙前40日以前に公示さるべき選挙人名簿が，

その作成に当るべき市自治体や郷ゼ、ムストヴォなどの選挙・創設が遅れているため間に合

.h!t¥.，、と L、う事情であった。この延期の決定は，いう主でもなくチコニルノーフをはじめと

する i社会主義者大臣Jを含めた関議で、決定されたものであり，また，ソヴェト中央執行

委員会ピユーローも，遅くとも 8月 9自の 3日前には 10丹 28-29日まで選挙自を延期す

る必要を承認していたoS〉エス・エルの中央機関紙『デーロ・ナローダJは，これよりさら

に 40日以と過ぎたころでさえ(9丹 23日付主張)， 選挙人名薄の作成に当るべき地方自

治機関がまだ多くの地方で創設されておらず，とりわけ大事な郷ゼ、ムストヴォではたった

今選挙が始まったばかりだ，一一一名簿作成に 10Bみて訪日前の公示を考えると「名簿は

9月 23日。 つまり今日その作成にとりかからねばならなLづのに.ノーーと選挙準鎮の深

刻な遅れを警告しているf〉まして 8月上旬の時期にあって， 40日後に迫った以前通り

の選挙日を守ることは，単純なスケジューノレ上の計算から，連立を構成する双方の側に全

くの不可能事と映じたとしてもそれほど不思議なことではない。

Lかし， 2月草命直後の臨時政府の成立宣言の中で憲法制定議会の召集が公約されて以

来，その選挙・召集期日をめくやる問題は，実は擾れて政治的性格を帯びた問題として終始

してきた。ミリュコーフをはじめとするカデットは，選挙をできる限り延期することに賛

成していたっ 3月 25日付の政令で設置されることになった選挙法案を起草するための特

別審議会は，その後2か月の時を空費し漸く 5月25日にその第 1国会合を開いたが，

この審議会を牛耳る位置にあったのは，議長に指名されたココジキンら，カデット系の法

学者たちであった。特別審議会が妥当と考えた選挙の期告は， 11丹中旬であったと思わ

れるつこのことは， 政府が選挙日を 9月 17日と決めたことに抗議する審議会の一員ラザ、

レフスキーの 7月3R付意見書によって知ることができるc かれはその中で， 11月中旬

を妥当としたスケジュール上の理由を挙げ‘さらに，何らかの政治的考慮からかまたは実

際ヒ期日通りにやれなくなって政宥が9月 17日の期日を延期する可能性を予見 L， そ

の場合には，「特定Ij審議会によって当初指定された時期日1月中旬引を復活させるのが

得策であろうと結んでいる。 10)

選挙期日を引き延ばそうとするカデットの志向を生み出すものは，良治機関の形成の遅

れを主因とするスケジュールヒの困難きにつきるものではない L，またそれが本賀的な理

由だとは思われない。より本質的な理由の一つは‘戦争遂行の努力との関連にある。ミリ

ュコーフの次のような記述は， この点に関する証言のーっとなろう o I……政府はまた軍

隊をも選挙へ引き入れざるをえなL、が，第一次臨時政府内には，このことを行なうのは軍

事行動が停止される時期，すなわち晩秋以降にはじめて可能になるという信念が形づくら

れたら11) ラドキーは，これに加えてもう一つの理由を挙げているつそれは， ミリュコー

お)CM. <<丘eJIOHapO.lla>)地 120，CTp. 2. 
9) CM. TaM )l{e，地 162，CTp. 1. 
10) Cf. Documents 1， pp. 445-6.引用句中の( J部分は引用者の挿入。 以後も河じ。
11) n. H. MHJIぬ KOB，TaM )l{e， BbIn 1， Co争日冗， 1921，CTp. 68-69. 引用匂中の点報部分は引用者の
省略。以設も河じD

161 



高岡健次郎

フらが，農村はその政治的未熟さの故にソヴェトなどの政治的操非に無防備であると考

え，選挙の結果を制する農民の票がエス・エノレの手へ渡ってしまうのを嫌って，早期の選

挙に話抗したという点である O かれらカデットは，農民が広く目を転じてエス・エノレ以外

の政治縞領にも通ずる機会をもち，投票権の行使に際してソヴヱトなどの圧力から自告と

なるべきだなどと主張していた012〉

このような経過を踏まえて第二次連立による新たな期日の決定を見産すならば，具体的

な日取りに至るまで，カデットないしは特別審議会の意向がその変更の中に生かされてい

るとみることができょう C これに対してエス・エル=メンシェヴィキ・プロックの側が，

技詩的な選挙準備のスケジューノレ的理由に同調して期日の延期を是認したことは，少なく

とも問題の本質的争点に自覚的に対応するものではなかった。ラドキーも，とくにエス・

エ/レの対応の仕方に触れて，かれらは選挙が住民のどの層からみても非の打ち所のないよ

うな形で行なわれねばならないと考えていたこと 8月初めに6月以来の長い眠りからさ

めたように一刻の猶予もならぬとアピーノレを出すが，そのころにはすでに9月の選挙はや

れぬという語りが現われ 8月 9日に 11丹への延期が決まった時には「一種のヒロイッ

クな絶望jをもってそれを黙認したと述べ Iこの問題においても， 他の極めて多くの事

柄と同じように，エス・エノレはただカデットの背後についていったに過ぎなかったj と結

論を下している 013〉

これまで，第二次連立政府に対するカデットの側からの評価を手がかりとして，ウクラ

イナ問題と憲法制定議会問題への政府の対処の仕方をみてきたが，次十こ，連立のもう一方

の袈U，エス・エ/レェメンシェヴィキ・プロックの側からの批判を通して，土地問題と講和

問題に対する政府の対処の仕方にも若干言及しておきたい。

8月 113の『デーロ・ナローダJは， r農村の働突Jという記事を載せ， r農村全体が新
しい法律を切願している O 古い法律，革命前の法律に従って農村は生活できなし、。法律は

生活にとり残されており，そして生活は法律のわだちから銚び出そうとしているj と指擁

しているO 第一次臨時政府においても第二次臨時政府においても，有効な農業立法は約束

にとどまったり， 延期されたりしてきた。「カデットの重荷から『軽〈された』内閣存命

の何日間かは瞬時の閃光であった。この時期に土地売買についての法律が首尾よく通過し

た。おそらく国中が待ちのぞんでいるさらに幾つかの法第が通過しえただろう。ところ

が不幸にも誰かがこの明るい合間は明るい合間ではなくて， Ir政権の危機』なのだと考え

ついた。まるで政権の真の危機であったのは，それまで続いていた政権の衰弱と蘇恵一一

おそらく第三次蕗時政府にとってもその危険は免れない衰弱ーーではないかのようにム

第三次臨時政府 c=第二次連立致府〉は司法・検察当高の活動の回復などを日程へのぼせ
たが，一つのこと一一一農村が古い漬務奴隷的な契約に従って生存することはできず，それ

に代る新しい法律は与えられていないということを忘れた。そこここで司法・検察当局は

すでに動き始め， 食糧委員会， 土地委員会などのメ γバーが逮捕され出したoI農民と地

主は，中間に介在し抑制する要素なしで互いに顔をつき合わせ敵対したまま放軍され始め

12) Cf. O. H. Radkey， The Agrarian Foes of Bolshevism， N. Y. and L.， 1962， pp. 357-8. 
13) Cf. iもid.，pp. 359-360. 
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ロシア臨時政好に閉する一考察〈下)

た。土地は農民のインテザゲンツィヤ的『精華』から自由にされ始めた一一アナーキーに

対してふこう続けた「農村のf嘉突」は， 最後にバラショフ郡からきたケレンスキー宛て

の郵便電報をその空空掲載しているのだが， その文書の結論江!勤労農畏の中に平静き

を保つ唯一の道は，社会主義者の大臣， B.M.チェルノーフの法案を直ちに承認L，すべ

ての土地を土地委員会の暫定的く憲法制定議会主で)管理下へ移すことのみであるj とい

う要求であったJ4〉

第二次連立政府は，このような農村の「犠突Jと要求にどのように対処したか。この点

を再び Tデーロ・ナローダ』の紙面を通してみてみよう O とり上:子、るのは，了度2か月後
の9月30日号に掲載されたチヱルノーフの署名入りの論説「唯一の出路Jである O

「悲哀をもって確認しなければならない， とうとうそのときが来たとふこの論説はこ

う書き出しているっこれは 9月に大規模な地主の領地の破壊を伴う農民暴動がタムポー

フ県などに激発した事態を指している O エス・エルがこれまで主張してきた方向一一農村

に新 Lい法制度を創設し農民の要求の発現を合法的軌道に導くという方向は坐折しつつ

あるのだ。チェルノーフは次のように続ける。「そうする代りに，われわれは遅れに遅れ，

さらにまた立ち遅れた。所有者の古い無制限の特権への介入を呂指した果断ないかなる方

策も， 連立政府の外でも中でも激しい反対にぶつかったJoある諸法案は引き延ばされた
らい廻しにされた末に時機外れとなり，あとは取消すだけとなった。 地のものは子治かも

針の自に縞を通すようなひどい難議をして，法制審議会と臨時政府での審議の煉獄を通

りJ， もみくちゃにされた上に手遅れの状態で公布された。第三のものは今もその承認を

持ちつづ、けている，と。15) 前述の土地を土地委員会の管理下へ移す法案は，この第三のグ

ループに属している O

チェルノーフはさらに続けて，土地委員会の「予防的役割Jに触れ，しかも「土地委員

会が実際に最悪の事態から救ってきた人たち，すなわち地主たちが，誰よりも土地委員会

に感謝していなかった jと指摘する。 7月事件後「右傾化!が始まると，直ちに「強力な

土地委員会狩り!が始主り， i地主的な『マグシマザズムτi;の時{乏し「地主的な「右から

のポリシェヴイズムJの持択 が始まった。このことへの「壁史の報復jは余りに早く到

来したが，因ったことに，それは地主だけでなく全ロシアに対するものであり，拡大しつ

つある破壊行為は「住民のくずの広範な活動舞台!となっている O まだ局部的なうちにそ

の動きを阻止する必要があるが， 道はただ Aつ， I以前の農業立法の遅れと空白をある翫

固たる行為で撲うことj しかなL、。この論説「唯一の出路jは，こうして丁度 2か見前の

記事の結論と同ヒ訴えで、結ばれるの「即刻， 土地を土地委員会の管理へ移すことを布告せ

よ.ノ J16)

丙次にわたる連立政府の農相チェルノーフのこの論説は，カデットとの連立を維持しつ

つ基本的な土地立法を成立させることがし、かに至難であるかを良く物語っている。第二次

連立政府の発足時に提起されてし、たエス・エノレの中心的要求一一一土地を土地委員会の管理

14) CM. <<，UeJIo HapO)l.a}}地 115，CTp. 2. 引用句中の博点部分は原文イタリック体，二重括誕tヱヲ1m

符。とくに断わらぬ限り以後も向じ。

15) CM. TaM .iKe， N2 168， CTp. ] 
16) CM. TaM )l{e. 
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へ移す立法一ーは，第三次連立政府，すなわち最後の連立政府が発足した時点にも，その

まま未解決の緊急の課題として残されていた。

講和問題をめぐるこの時期の重要な動きとしては 8月にストッグホノレムで詩集される

ことになっていた国際社会主義者会議li)の流産がある O このストッグホルム会議を， エ

ス・エノレ=メ γ シェヴィキ・ブロックは，寵持政府が推進するであろう外交政策と加に，

ソヴェト勢力が独自に推進する対外的活動の中心自標として重視してきた。すなわち，か

れらは，連立政時が専昔話jの外交的遺産である秘密条約を改訂するための連合国会議召集を

成功させることに期待をつなぐと共に，自分たち自身法，労働者組織や社会主義諸政党の

国際会議を召集し，各国での同時的な平和運動を組織して，連合国会議へ向けての有利な

条件を作り出そうとしたのである o r政府とソヴェト民主主義の方策は互いに補い合い支
え合う警であったん18) 一貫して分離講和に反対してきたかれらには， このようにして辛

抱強く平和への願望を結集し国際労働運動の統ーを回復して各々の政府の略奪的企図を放

棄せしめていく以外に，民主主義的な全面講和に近づく道はないように思われた。

ところが，支え合う筈の政府の首相ケレγスキー，外相テレジチェンコらが実はストッ

グホノレム会議に否定的な言動をとっていたことが 7月末から 8月初めにかけての時期に

イギリスで明るみに出された。事の経過は，ロンドン駐在の代理大使ナポコフ (Ha6oKOB，

K. 1l.)が， テレシチェ γ コに長文の電報を送り， イギリスでは政府も世論もストックホ

ノレム会議に反対しており，イギリスとの同盟関係を守るためには， ロシア政府は再会議を

国政の問題ではなく党の問題とみており，決してその決定に拘束されないということを明

確に伝えるべきだと献策したことに始まる O チヱルノーフはナボコフの直接的意密を，イ

ギリスでの「反ストックホルム運動Jを助け，英政府内での社会主義者へンダソンに対す

る保守派の立場を強めようとするものと把え，これは帝政派の外交官ナボコフのやること

として法理解しうるにしても，テレシチェ γコがこれに同意することは想像しえなかった

と記している O だが事実は，テレシチェ γ コによってこの申し出は「完全に承認j された

のである O そればかりでなく，英政府はフランスの社会主義者トーマから「ケレ γスキー

は会議を望んでいない」という電報を受けとっていたが，これもテレシチェンコがトーマ

と直通の一フラ γス大使館員に内密で伝えたものだということが後に判明した。1事〉

このようなロシア政府の慈震は，イギリス側に早速利用されることになった。ロイド=ジ

ョージ首相はこれによってストックホルム会議を禁ずる完全な自由を得たものと理解し

労働党員の労相へ γダソ γへ，労{動党会議に対して必要な圧力を加えるよう要求した。だ

が訪露後その考えを変えてストックホルム会議を支持していたへ γダソ γが 7月 28日，

17) この会議が設定される経過・各国政晴の態度や社会主義者の対応などについては，長宅久氏が次の

論文でくわしく触れているので参摂されたL、。長宅久「二月草命から七月事件へJ(江口朴郎編 fロ
シア革命の研究』中央公論社， 1968年，所収)540-1真。

18) V. Chernov， translated and abridged by Ph. E. Mosely， The Great Russian Revolution， N. Y.， 
1966， p.289. 

19) Cf. ibid.， pp. 296-8. なおチェルノーフは，この笛所で，ナボコブのテレシチェンコへの電報ほ 8足

3 D，後者から前者への返信は 8月 8臼に出されたと記述しているが， これで法前後のつじつまが

合わなL、。おそらくこの日付については新暦で記されているのではなかろうか。だとすれば，上記

の二つの日付は，露暦の7月21日 7月26日となる G
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党会議でテレシチェンコの文書に触れることなく同会議への参加を勧め，党会議がそれを

承認すると，ロイド=ジョージは司ヘンダソンが関探と Lての義務に違背したとしてその

苦手職を求め， また，ストッグホノレム会議参加者への旅券を拒否したcmさらに 8月3日の

「デーロ・ナローダ』は 8月1FL ロイド=ジョージが芙下院でこの問題に触れ，次の

ように言明したことを報じているつ「ロシアではロシア軍の規律を回復する努力がなされ

ている c このような事態にあって，敵冨民の参加する会議ほど危険なものはありえない。

規津を回復し前線での敵軍との交歓待paTaHHe) を予防する最初の方策がとられたまさ

にその時にだ。……アメリカ合衆冨は代表がストックホノレムへ行くのを許可しえないとい

う結論に達した。……フラ γス共和国，イタザア，そして最後にイギザス政府もそれと同

じ結論に達LたJC21〉

このようにしてストヅグホルム国際社会主義者会議は重大な障害にぶつかり，遂に流産

のやむなきに至った。1:記のロイド=ジョージの言明が示しているように，その失敗の責

めをすべてケレンスキーやテレンチェンコの言動に負わすことはできなし、。そこには，イ

ギリス支配震の戦争遂行の観点からするストックホ/レム会議への否定的評{誌とりわけ東

部戦線の戦割方を同復維持する視点からの同会議への拒否的姿勢が明確に読みとられるか

らである C しかしケレγスキー，テレシチェ γ コの言動が，イギリス支配暑の基本姿勢

を具体的に発動させる促進要国となり，ストッグホルム会議を妨害する役割を担ったこと

は，最小限否定することができなL、8月2日，記者会見をしたテレシチェンコは，スト
ッグホ/レム会議への政時の態震は不変で、あり，これまでもソヴェト代表の準備活動に協力

Lた L，再々にわたって各冨致府に代表への旅券交付を要請したと釈明しているが22)上

述の経過は，それが，外交的次元で発現する各種文書の具体的効果を素通りした国内向け

釈明の域を出るものではないことを教えている C チェルノーフは，ケレγスキーとテレシ

チェ γ コはその支持を信じきっていたストッグホルム会議の組織者たちを訪害したと結論

づけているが 23) その指摘は正当だといえよう。

こう Lて第二次連立政腎は，民族問題，山憲法制定議会の問題，土地問題，講和問題な

ど， ロシア革命の中で提起された民衆の基本的な要求に有効に対応することができず，せ

いぜ、い時をかせぎ問題の解決を先へ先へと引き延ばす不毛な経過をたどるに終った。この

ことは，連立の一方を形成するエス・エル=メ γ シェヴィキ・ブロッグの内部に時と共に

みず、からの連立政策に対する疑惑と失望を強めていった。 同時にまたもう一方のカデット

も，連立政権の歩みに決して満足してはいなかった。前章で、みたようにタ〉連立政権の発

足にかれらが託Lた二つの目標， r政府の強化と軍隊の気分転換Jについては， 見るべき
成果を少しもあげえずに過ぎていたからである O この点と関連して，次のようなミリュコ

20) Cf. Documents II， p. 1183. V. Chernov， ibid.， p. 297. 
21) <<.ll.eλo Hapo江a>>封ミ 117，CTp. 2. 
22) CM. TaM 2Ke. 
23) Cf. V. Chernov， ibid.， p. 298. 
24)民挟問題については， とりわけ第三次連立政府時代の重要な問題と Lてフィンランド問題があった。
この点については， :d L ~ 1) ，ゴi哲宏氏の次の著書を参照されたL、。百頼宏『東・北欧外交ぜミ序説1
福村出販， 1970年， 64-5頁
25)本誌12号， 79頁参照。
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ーフの言葉は注意されるに笹いする。 r7月中を通じて， 前線での出来事は致権の危機と
パラレノレに進展していった。そして，疑いもなくこの危機の進行に極めて強い影響を与え

た。……われわれは 8月の政治生活の全内容もそれと同じ情況，すなわちロシアの軍事

力の再建のために政権を強化する必要性によって規定されたということを見出すであろ

うJo26) 確かに 8月中の最大の事件で、あるコノレニーコフの反乱は，これと同じ「必要性」

を掲げて登場し第二次連立政府崩壊の決定的契機となったことは周知のところである O

われわれは，第二次連立政府の崩壊のいきさつに移る前に，本稿の呂的から必要とされ

る範西内で，このコノレニーロブ事件む意留と背景を一瞥しておかねばならなL、。

(2 ) 

コルニーロフ一派の意図するものを，モスクワ国政会議 (~OCKOBCKoe rocy瓦apCTBe-

HHoe cOBemaHHe)でのかれらの発言の中から探ってみよう O モスグワ国政会議とは，い

うまでもなく，臨時政府が，国民各搭層および諸グループの代表と直接接触し「国民の動

向を誕る機会を得る」と共に，政府の f政葉や当面の諸問題を説明するjためと弥して 27)

すでに 7月中からその開催を予定していたものである O この会議には，政党・公共団体・

民主団鉢・民族諸組織・高工業団体・協同組合組織の代表， r民主主義j諸機関の指導者，
軍・学会の上部代表 4国会の議員など， ゃく 2400名が出露L， 8月 12日から 15日ま

での会期中に，ケレンスキーの開会演説をはじめとする多くの発言が行なわれた。28) ここ

では，そのうちからまずコルニーロフとカレーヂン (KaJIe，ll.HH，A. ~.)の演説をとりあ

げ，次にその後の行論の必要上，チヘイゼの演説についても若干の検討を試みることにす

るO

政府の特別招請をうけてモスクワにきた最高総司令官コルニーロフは， 14日， 国政会

議に出席して次のように演説したっかれはまず，かれ自身の要求によって前線での死刑が

復活し軍の状態辻若手改善されたが，抜然主して破壊的宣伝が続行きれていると述べ，憎

悪をこめて指揮官殺害の諸事例やそれら「犯罪者たちj の取締りの経過を報告する O 外敵

の脅威はすでにり芳、の門をたたいている O だが革命後，軍隊の何たるかを知らぬ者どもに

よる一連の措置によって，軍隊はかつての自己犠牲の姿勢を失い，自分の命だけを大事に

する非理性的な群集に変えられた。軍隊の再建のためには， r私が臨時政府に上申した諸
方策の即時採用jが必要である O このように述べたコルニーロフは，続いてその上申の要

点、に言及してし、く。すなわち，鉄の規律で、結ばれ統ーした不屈の意志、によって指揮される

軍践のみが勝利しうるのであり，指揮官，士宮，下士官に適切な権限を委ねることによっ

て規律を確立せねばならないこと，士官の権威が高められるべきであり，かれらが経てき

た故なき辱めや暗号りの代りに，精神的に報われ，また物質的境遇も改善さるべきであるこ

と，委員会の活動は軍隊の経済的内部的生活の領域で、行なわれるべきであって，軍事行動

や指揮官の選定に干渉しないこと，後方なき軍稼はありえず，前線での施策が軍歎の規律

を高めても補給なしでは成果を生み出せないのだから，前線で適廃される措置は銃後にお

26) n. H. MHJIIOKOB， TaM iKe， BhI江 2，CTp. 51. 
27)ケレンスキー著，倉田保雄・宮川毅共訳『ケレンスキー回顧録』恒支社， 1967年， 422-3頁参照。
28) Cf. Documents III， p. 1451， 1457-1515. 
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いてもとられるべきであることっかれは， 11月までに全軍需物資が輪送不吉きとなるかも

しれぬ鉄道の現状， J反獲時に当っている筈の西高戦線での麦粉の欠乏，大砲・弾薬・飛行

機の大巾な生産減など，深刻な後方の事態に触れた後. くり返し次のように主張するつ

「軍隊の建全化をめざしその戦闘能力を高める断固たる方策がとられるとすれば、，私は，

国家救済のために不可欠な制度の薮しさの点で，前擦と銃後の間に差異があってはならな

いと考える」とグ〉この言葉が，具体的には，侭よりもまず前線における死刑の復活を銃

後にも拡大・適用することを意味していることはいうまでもなかろう O

このあと登壇したカザーグのアタマ γ ，カレーヂンは，コノレニーロフと軌をーにするプ

ログラムを，より簡明に6項目の主要な方策にまとめて提起した。 (1)軍隊は政治の外にお

かるべきであり，政治集会は禁止さるべきこと， (2)軍隊内・銃後を関わず，全ソヴェト・

委員会の廃止。連隊・歩兵中球・砲兵中隊・カザーグ騎兵中稼委員会は例外とするが，そ

の権限は内的日常業務の範囲内に限定される o (3)兵士の権利宣言の修正とその義務宣言に

よる橋定。 (4)軍隊内の規律は最も斬固たる措置で強化さるべきこと o (5)前線で規律強化の

ために必要とされるすべての措置は銃後でも実施さるべきこと o (6)指揮官の懲戒権の復

活O 軍i家の指導者は全権を与えられるべきこと。30) 以上がその要点である。

コノレニーロフ，カレーヂンのプログラムが意、国するもの一一それは， 上:官の兵士に対す

る絶対的権威の回復および銃後の兵営北によって，すべてを戦争の勝利へ向けて動員せん

とする軍事独裁体制の確立にあること辻歴然、としている C しかも周知のように，コルニー

ロフらは， このころにはすでに，その主張に従って，カデットなどプノレジョア・地主勢力

の一定の支持ないし黙契を保ちつつクーデターの実際的な準備活動に入っていた。

二，三の事例を挙げ、ておこう O モスクワ会議の前日 8月 11日に， カデットの閣僚コ

コシキンは，ケレγスキーに対して「今日コノレニーロフのプログラムが採択されないとき

は， すぐにでも辞職するJと圧力をかけている 031) 8月 13日， コノレニーロフはモスクワ

に乗ってきた特別列車の中でカデットの指導者ミリュコーフと会談したが，その時すで

に， クーデターの決行円二8月27Rのことが再者の話題にーとっていた032〉 このときはミ

リュコーフは，今ケレンスキーと調うのは「時期尚早!だとコノレニーロフに警告したとい

うっ33) 主たモスクワ会議の終了時に，コルニーロフは同じ特別列車に「ロシア経済復興同

盟」のプチーロフ(口yTHJIOB，A. 11.)，ヴイシネグラッキー〈吉国国HerpaJI.CKH詰， A. 11.)ら

を招き，ポリシェヴィキの逮捕などのためペトログラードへの軍団の増派や市内で、の活動

が必要だと語り，資金の提供を依頼， その承諾を得ているの34) くだって 8月22日， B. H. 

29) CM. Pa3rpoM M冗Te)Ka，CTp. 364-9. 

30) Cf. Documents III， pp. 1478-1480. 
31) CM. n. H. MHJIお KOB，TaM )Ke， CTp. 109. 俳天したケレンスキー辻，国政会議直前のカデット大
医の辞職は以後の政治的パランスを失わせ， 11iからのポリシェヴイキJによって右よりの「強力な
政権 iを作るために利用きれうると判断し， モスケワ出発話Jの数時間， 陪議を開いてコノレニーロブ
の文書を討議することにした C 故論の末，銃後での死刑jを徐き，各大臣の意見はケレンスキーの整
理 Lた定式で一致L. いずれの方策も原別的に承認するが， それぞれ語的手続きに従った審議に苓
づいて実施することが決定されたという (CM・TaM)Ke， CTp. 110-1)0 

32) CM・TaM)Ke， CTp. 173. ケレンスキー，言iH号書， 481-2頁。

33) Cf. Documents III， p. 1543 n. 
34) Cf. ibid.， p. 1529. ケレンスキー，前搭書， 483-4頁。
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リヴォーフがカデット中央委員のナボコフと会い，カデット出身の大臣たちは臨時政府を

苦境に諮れ自分たちがいやな自に会うのを避けるため， 8月 27日までに全員辞職するよ

うに， というコルニーロフ側近からの文書を手渡したっ35) このように，コノレニーロフのク

ーデター計闘は，戦争育的次元での不一致を含みながらも，反ソヴェト勢力との公然陰然の

連携動作で結ばれつつ，その最後の準備を整えていたので‘ある。

つけ加えておけば，この計画はまた，国外からも一定の支持を受けていた。 6月攻勢の

失敗後，ロシアの戦力への不信を強めたイギリスなどは，東部戦線を維持するため以前に

もましてロシアの内政に介入するようになったO ヴアジュコフによれば 7月4日，ベト

ログラード駐在イギリス大使ブキャナγは外相テレシチヱ γ コに対して，全土にわたる死

刑の復活，兵士のデモ参加を発議し扇動した者の裁判と処罰，全ベトログラード労働者の

武装解除等を提案した覚書きを渡し さらに 7見 21f3， 摺僚にコルニーロフを加えるよ

うに助言した。コルニーロフがそスグワ会議に出持した際，モスグワの街頭でコルユーロ

フ礼賛のパγ フがまかれたが，これはイギリス軍事使節団の金で尉られ，イギリス大使館

からイギリス軍代表の車で運び出されたものだといわれる o 8月 19f3， ブキャナンは，

カデットが政府の転覆を決意、し，その陰謀の先頭にはコノレニーロフ将軍がたっている，と

本国政府へ書き送った035〉

コノレニーロフに対する内外の期待の高まりは，ケレγスキーに対する内外の評極の下落

を伴い，軍事独裁政権への志向の強化は，連立政権との訣別の進行を意味していたことは

いうまでもなL、037〉モスクワ会議におけるコルユーロフ，カレーヂY の演説は，本質的に

は，連立政権の根誌をゆるがす右からの反乱宣言であり，かれらに熱心な拍手を送る「会

議の右翼の半分J (トロッキー〉に統ーした行動の旗じるしを与える性格のものである O

ケレンスキーと政府は，再生した連立の基盤を酉めるべく招集したその会議において，連

立の崩壊を当然の結果とするプログラムの公然たるよびかけに遭遇せねばならなかった。

一方， I左翼の半分jを統一するプログラムを， 依然、として連立支持の基調にたちつつ提

起したのは，チへイゼであった。その長大な猿説にここで立ち入って言及する余搭はない

35) CM. O. H. MHJIIOKOB， TaM )Ke， CTp. 185.ケレンスキー，前掲書， 484-8頁。なお，この意向の出所
ばノレコムスキー (JIYKOMCK沼負〉将軍，これを開いたのはコ/レニーロフの右腕ザ、ヴォイコ (3aBO負KO)。

以後この意向はザプォイコ→アラヂン (AJIa，1J.bIm)→ドプリンスキー(江06PHHCKH員〉→リヴォーブ
→ナボコフと伝わり， ナボコブがその夜， カデット閣{奈のオリデンブノレク， ココシキンに伝えた

(CM. TaM滋e)。
36) CM. B. C. BaclOKoB， BHe回 H克完ロOJIHTHKaBpeMeHHoro npaBHTeJIbCTBa， M吋 1966，CTp. 265-
6， 335-7. 

37)たとえばブキャナンは，当時 (8月初め項)，ケレンスキーは殆んどその設割を演じ終え，かれから

期待しうるものはもはや何もない，という結論だった (CM.BaclOKoB， TaM )Ke， CTp. 330)。 また
ミリュコーフは， コルユーロフ反乱後の時点にたってではあるが，次のような趣旨の指摘を行なっ

ている。一一一当時の連立は全くの外面的なもので，そり唯一の結び吾， ケレンスキーは，憲法髄定

議会まで政府権力をもちこたえるという条件つきで，ただ問題の解決が手iき延ばされている毘だけ
必要とされる「最小の悪Jにすぎなかった。 Lかし， この引き延ばしが不可能ないし不当な問題の
先決に通ずる事態となる o とりわけ軍の戦闘力闘覆という決定的関題で， ありうべき新たな攻勢の

時期〈来春〉までに何らかの成果を生み出すには 8丹という時期はこれ以上鵠題の解決をヲi延ば
しえない詩窮だった。こうしてケレンスキーは， r最小の悪」としての存在理由を失い， r俣空の F連
立』告lj震jのこれ以上の存在は有害無益となった，とくCM.MHJIぉKOB，TaM)Ke，Bwn.3，cTp.5一旬。
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が，後に第三次連立政府を形成する過程で， このいわゆる 18・14プログラム」が度々

問題とされることを考恵 L，その大要だけに触れておくことにする O

前置きの中でチへイゼがまず強調しているのは， 1国家と革命の利益j あるいは f全体

の利益Jといういわば超搭較的な理念である O かれは， 1革命的民主主義 iはそのために

はいかなる犠牲をも恐れず，それを個々の階級・グループの利益のと位に位置づけると宣

言する O 次にかれは，まだ耳もとに残るカレーヂンのソヴェト麗止の要求を意識してか，

「革命的民主主義」の組識を破壊したり，それと政府との溝を広げようとする試みは「祖

国に対する明らさまな裏切り」であると攻撃し，ソヴェトをはじめとするいわゆる「民主

主義諸組織Jを訪衛せんとする O 第三に強調していることは， 1敵の侵略jから国土を守

るために全力を額けよという「全市民と政府」へのよびかけであり，その際，政府は前畿

でも銃後でも「民主主義諸組織」に依拠 L，軍当局は政府に下麗せょとし、う要求である O

次にかれは，民主的講和を早期にかちとるための致府の努力に言及した後，前置きの最後

の強調点として，国家防衛の見地からする銃後の組織化と経済生活の規制の課題に政府の

注意を喚起し「民主主義|はし、かなる犠牲をも払う用意、があるとくり返すと|司時に， 1特

権的有産者階級Jもまたその利害を画家的利益に従震させるべきであると述べるoss〉

このような，国家と革命を等置し階級の上に冨家を置き，国家のためにあらゆる犠牲

を誓う典型的な訪帯主義的見地を前提として，チヘイゼは 7項に分けた当面の諸方策を提

起するのいわゆる 18・14プログラムJの具体的内容である O

第 1項は食糧調達・供給の分野についてで，穀物独占と農産物の酉定価搭の維持，農民

に犠牲を強いるこの方策に対!芝、するものとして，基本的な工業製品の毘定価搭と賃金規制，

調達・供給業務では，公営供給機関による全較的監督下での協同組合の広範な参加と私

営商業の利用が挙げられている O 高工業の分野に関する第2項では，輸送業務の規制・工

業生産力向上のため「最も断酉たる措置jをとること，労{動者の「怠捜」や「無責任」と

一層精力的に闘うこととしづ条項が，わざわざ問項 8小項自中に取り入れられていること

が注巨される O このはか，生産の国家統制，国営シンジケート・トラストの編成等をめざ

す企業経営への国家介入，統制・規制に際しての[民主主義諸組織jの大規模な参加，労

働保護の緊急措置などが綿々と挙げられている。財政の分野に関する第3項は，相続税・

者{多税等の改革・制定，高額・臨時の財産税，これら有産者向けの課税で稿填しえぬ分に

ついては大衆消費課税の増徴などを挙げている O またヴォロブ、エフが「以前の『革命的』

条項Jから無事に残った唯 Aのものと評価している強制公震，在、営信用機関の統制という

項目があるJ8〉第4項は土地問題で，その第 1番目には，まちらゆる私有地の強奪を排斥す

るという項目が出てくる O そのあと，土地委員会による土地保有関係の謂整や農地利用の

管轄，土地委員会の権援を規定する法令の即時公布という項目が続く C 第 5項は軍に関す

るもので，その中心は，指揮官，コミッサーノレ，軍委員会の権利・義務の明確化にあり，

端的にまとめれば，指揮官は作戦行動と訓練，コミッサールは政府の政策と法の維持，妥

:18)じf.Documents llI， pp. 14tiO-3. 

39) CM.日.B. Boλ06yeB， 3KOHOMH可eCKa兄 nOJIHTHKaBpeMeHHoro npaBHTeJIbCTSa， M.， 1962， 
CTp. 81. 
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員会は兵士の社会的致治的生活の指導を受けもつものとされる O こうして，対立する軍高

官と兵士の機関にそれぞれ所を得さしめ，コミッサールを仲立ちとして，軍内の庁連立」

関係了。〉を整錆することが期待されるのである O 第§項は地方昌治と行政の領域であり，

普通選挙に基づく地方自治機関の成立次第，それらはその地方の全行政機龍を行使し社

会団体執行委員会の全権は効力を失うこと，その際，中央政府代表には自治機関の行動の

適法性を判断する権利が与えられること，などが述べられている O 最後の民族問題に関す

る第7項では，かれはまず，問題の全面的な解決は憲法制定議会の権限に嘉するものであ

り，既成事実をもって事を解決せんとするいかなる試みにも反対すると宣言した上で，自

決権，言語の問権，民族評議会の創設などを列挙しているJI〉

以上がモスクワ国政会議の中でチヘイゼが提起した諸方策 σ8・14プログラムJ) の

要点で、ある O ヴォロブエフはこの致縞を評して， それは当時， r 7・8宣言」等を公然と
は破棄しないままで，しかもブルジョアジーの受容しうる新たな代ちの政縞をと考えてい

たエス・エルニメ γ シェヴィキ指導層の目標にぴったりと当てはまるものだったとし多

少皮肉に二つの「特色J ブ)レジョアジーへの非難が入念に除去され， 労働者・農民へ

の攻撃が豊富にみられること，細々と書きつらね，大事なことと二の次でし市、ことをこ了こ

まぜ7こしようとしていること一ーを加えているが 42) 確かに，前置きで強調されている国

家防衛の大E標に階級的利害を従属させるという観点は，具体的な諸方策のき頁自全体にも

貫徹されており， その意味において 18・14プログラムJは， ブノレジョアジーをも含め

たし、わば国民的な綱領たることを岳覚的に追求して生み出されたものだといえよう O ソヴ

ェト史家ヴォロブエフには 17・8宣言」からの後退として否定的に評樋されるその特徴

は，当時のエス・エノレニメンシェヴィキ指導層からすれば，逆に肯定的に評値されるべき

事がらだったのである O

エス・エノレの Fデーロ・ナローダJは 8月 16・17Bの主張でモスクワ会議の総括を
試みているが，まさに上述の点でチヘイゼの演説を評価し，それを生み出しえた「革命的

民主主義jを自讃している O すなわち， 16自の主張は， r-民主主義とブルジョアジ ~J の

両者が受け入れうる妥協を見出すには fわが革命の過程にみられる階級的矛盾はあまりに

激しすぎるものだったj と述べ， また政府はこのような中にあって実際的な方策を示さ

ず，務始「情報提供者j の立場にとどまっていたと指摘して，モスクワ会議の不毛な側面

を取り上げているのだが 43) 1結果Jと題する 17日の主張は，一転して成果の側面をおし

出し，実現しなかったことはもともと危倶されていたことであり，反面，敵も友も信じえ

なかった事態一一一「革命的戦線の統一J，民主主義派の団結が明示されたとする O さらに

「革命的民主主義Jは， 1部分的で副次的なもの， グループ的で狭い党派的なものを忘れ

うる能力jを示し， 17月 8日付政府宣言を発展させて，広範で具体的な，真に全国畏的

な，裡国と革命救済のプログラムを描き出した」。このことによってブルジョアジ{は，

i民主主義J派に対する「道義的敗北Jを余犠なくされ， 1民主主義」の信任と支持によ

40) V. Chernov， ibiム p.301
41) Cf. Documents III， pp. 1483--8. 

42) CM.口.B. Bo.no6yeB， TaM iKe， CTp. 80. 
43) CM. <<且eJIOHapO)la>>地 128，CTp. 1. 
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って存続している政府は， I畏主主義の道義的勝利j によって以前よりもよち強固なもの

となって会議を務えた。主張[結果j はこのように論じて， モスクワ冨政会議の結果を

「プラス記号で」評価することを求めたのである 044〉

その後の経退を知らされているわれわれは，ミのエス・エノレの主張の中iこ，希望的観測

を事実と錯覚する主観的評錨，政治的次元での展望を欠落した善意、の，だが無力な自己満

足をみないわけにはいかなし、。 この窪か 10日後に， 強化された筈のその第二次連立政府

は瓦解する O いうまでもなく 8月26日， コノレニーロフが自己の計画の最後の行動にと

りかかり， リヴォーフを通じてケレンスキーに全権力の移譲を要求Lた45) ことが，その

重接的発端である O 以下，その事実経過にごく簡単に触れながら，三たび訪れた「政府危

機Jの危機的様梧をみていくことにしよう O

(3 ) 

リヴォーフの文書をコノレニーロフとの電話で確認したケレンスキーは，コルニーロフと

徹底的に闘う決意を固めて， 中断されていた当夜の閣議(8月26-27呂〉に臨んだ。露

上，ケレγスキーは，非常事態を考虜して，反乱を鎮圧するための全権と，自由裁量に基

づく政府形成の権誌をかれに委ねるようにと要求した。かれは，器内に現存する不一致，

とりわけココシキンとチェルノーフのことを考恵し，このままでは素早く措霊をとるべき

時に，共に行動することはもとより，共Iこ寵内にあることすらできそうにないと考えたの

である。これに対して，まずカデットのココシキンが，首相独裁の内閣に留ることはでき

ない，まして首相とは基本目標は一致しえても手段の点でLばしば一致しえなかったと述

べ，辞意、を表明した。ココシキンに続いて，抱のカデットの閣僚も辞意、を表現した。社会

主義者の額密も辞意を示 L，その進退をケレンスキーの自由な裁量に委ねると述べた。こ

うして，ケレンスキーの手許には通の辞表が集まることになった045〉

ケレンスキーは，すぐに辞職を認めることはできないとして，全額僚が当分はその職務

の遂行に当ることを要求した。これは多くの顕在去に受け容れられたが，ココシキンとユレ

ネフは直ちにその場で政府への参加を拒絶することを明らかにした。残り 2入のカデット

の閣僚， オリデンブノレクとカノレタシェフについては， ネグラソフの言明く 8月 29日〉に

よれば， 同様の宣言はなされなかったとされているが， I在、〔ネクラソフ〕は，かれらが

大臣としてその義務を遂行しているかどうかは知らないj とつけ加えている 047〉一方，閣

内でカデットと最も対抗的な立場にあったチェルノーフも，ユレネフの言明によれば， 27 

日までに最終的に内閣から脱けていた048〉のちにチェルノーフはその理由に触れて，カデ

ットはコルニーロフと敵対Lないために辞職したのだが，チェルノーフの方は，ケレンス

44) CM. TaM iKe，地 129，CTp. 1. 
45)ケレンスキーの要求によって， ログォーフはコノレニーロフの要求を文書にしたが， それによるとそ

の要求法次の 3l~\である号すなわち，1)ベトログラードに戒厳令を布告すること， 2)軍事上，民

政上の全権者r最高総司令官に移譲すること， 3)首相を含む全開眼は辞職し，最高総司令官による組

問まで次官に暫定的な行政を長ねること CCM.n. H. MHJI的 KOB，TaM iKe， BbIn. 2， CTp. 207)。
46) CM. I1. H.ル1HJllOKOB，TaM )I{e， CTp. 209← 219. 
47) Cf. Documents III， p. 1577. 
48) Cf. ibid.， p. 1575. 
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キーと一緒ではコノレニーロフと十分に闘えないが故に辞めたのだと述べている 049〉こうし

て第二次連立致府は，連立を象徴する左右の再端を欠いた f連立」政府となり，その政府

の権限も首相ケレンスキーの手中に集中されることになったo rケレンスキーは， カノレタ
ゴの廃虚Iこ在るマリウスのように，失意、の無力な孤立の中で『不運の入』の美しいポーズ

をとりながら，辞表の山の上に，苦心の末に築かれたかれの『連立Jの霧車の上に，一段

と高い座を占めたJo50) ネグラソフは次のように述べているo[ヶレンスキーへ全権を譲渡
した後，臨時政府は自然、に政府として存在することをやめた。われわれはこの時期に多く

の会議を行なったが， それらすべては私的な性格を帯びていた。正式には額議はなかっ

た……j051〉第二次連立政府は 8月27Bには，すでに事実上の解体状態に陥っていたの

である O

ケレンスキーは，コノレニーロフに対して，その職務からの解任，ベトログラードへの出

頭を命じ，運輸省長官に対して，コルニーロフ軍の軍用列車の運行を停止させることを命

じ， 27日夕方には， それまでの経過， コノレニーロプの解任， ベトログラードへの戒鼓令

蒐行，秩序雑持と義務遂行へのよびかけ等をその内容とする国民へのメッセージを公表す

るなど，一応の応急措置を講じてし、くが〆〉同時に事実上の解体状態、にある f政府jを何

らかの形で再講成していく必要にも迫られていた。 この点で遅くとも 27B夜半までに具

体的な姿をとってくる「政府J側の案は 5名くないし6名〉によって溝成される「執政

府J(且HpeKTopl四〉としづ構想、である O 執政府の成員としては， 少なくとも当初は，ケ

レンスキー，ネグラソフ，サヴ、ィ γ コブ，テレシチェンコ，それにスコベレブかキシキン

(K沼田KHH，H. M.)53)が予定されていた。54)

28日は， ケレンスキーらにとって形勢の最も不利な時期であった。 コルニーロフによ

って派遣された部隊がノレガ附近に集結した，ノレガ守備隊は誇伏，コノレニーロフ軍の 2梯隊

ナノレヴァ突破， ガッチナへ向け進撃中一一こういった情報が次々と報ぜ、られ， r政府j と
その周辺は意気消沈の気配に包まれた。このような中で，ケレンスキー・コノレニーロフ間

の諒停を申し出る人が次々とケレンスキーを訪れ，それがまた新たな動揺をよび起こし

た。ミリュコープもそのひとりで，コノレニーロフの後任に指名されたアレグセーェフ将軍

(AJIeKCeeB， M. 8.)と共にケレンスキーを訪れ，仲介の役を申し出た。このときケレγ

スキーは，かれ自身はコノレニーロフと話合うことはできないが，力をもっ社会的活動家の

グループがあれば，その人たちに政権を譲ろう，その後その人たちがコルニーロフと話合

えばいいのだ，と語ったといわれる O ミリュコープはケレンスキーに代りうる人物として

アレクセーユフを推した。その夜， I閣議J(実質的には前額捺を含む私的会議〉がもたれ

49) Cf. V. Chernov， ibid.， p. 367. 
50) Ibid.， p. 306. 
51)口.H. MHJIぬKOB，TaM )Ke， CTp. 219-220から再引用。
52) CM. Pa3rpoM M完Te)Ka，CTp. 445. n. H. MHJIIOKOB， TaM )Ke， CTp. 228-229. ケレンスキー，前
掲書， 445-6頁。

53)本稿(中〉の中で KHllIKHH，H. 11.と記述しているがく本誌14号， 51瓦)，それを本文上記のよう
に訂正する。 (111)の I記述は MHJIねKOB，TaM )Ke， CTp. 24.によっているが，組の資料からみてそ
れは誤舗であろう O

54) CM. <(瓦eJIOHapo江ω 地 139，CTp. 1;地 140，CTp. 2.江区.MHJIIOKOB， TaM滋 e，CTp. 230. 
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たが，その席で，プロコポヴィチはアレクセーェフを含む執政府という考えを述べ，ココ

シキンはアレクセーエフを首相に据えることを提案した。ケレγスキー自身も， ミリュコ

ープとの話を引合いに出しつつ，誰かほかの人物に政権を譲り渡すことを提案したとい

う055〉

だがし、うまでもなく，この提案はそのままの形では実現しなかった。右からの圧力ばか

りではなく，労働者・兵士などの反コノレニーロフ闘争の大きなうねりを背景として，左か

らの圧力，ソヴェト指導層からの要求も i政府J~こ及んでいくからである。すでに 27 i=l ， 

ソヴェト諸党派の間で執政府案をめぐる討議が起こり，当初，エス・エノレはサヴィ γ コブ

の否認とチェノレノーフの参加を条件として，メンシェヴィキはツェレテりの参加を条件と

して，執政府に賛意、を示したが，エヌ・エスとトノレドヴィキが執政尽に反対し，結局後者

の意見が大勢を制する形となった05S) この日の夜，中央執行委員会は，農民代表ソヴェト

執行委員会などを含めた合同会議を開き， r臨時政府を以前通りの姿で残し， 出て行った
カデットの代りに民主主義派の者をその成員に補充するというエス・エノレとメンシェヴィ

キの提案J57)を可決ltこc つまう，執致府という考え方は容れられず，カデットを除く連

立致府とし、う基本方向がとられたのである C

この決議が示しているように，カデットとの連立政策を続けてきたエス・ユル，メンシ

ェヴィキの党内では，コノレニーロフ事件を契機として，反カデット的論説・潮流が以前に

まして一段と強化しつつあった。中央機関紙とはし、ぇ，傾向的には左翼中央派的論調を帯

びているエス・エルの Fデーロ・ナローダ主的は， 28日の論説で，カデットの機関紙『レ
ーチJを「陰謀家たちの思想的指導者J59)と性格づけ， 29日の主張で， Iコノレニーロフの

ベトログラードへの攻撃は，革命に対するブ)レジョアジーの反乱を意味している J68〉と指

橋し 9月1日の主張では，革命と反革命が単一の政権を構築する共通の材料となること

はできない， Iそれ故に， カデット党の反革命的本費が明るみに出た現在，ただひとりの

革命に専心する，ましてや社会主義に専心する社会的活動家も，政府権力の中でカデット

と協力することはできないし，しではならなLづ61)と力説してし、るつエス・エノレ右派の『ヴ

ォーリャ・ナローダ、』でさえ， 29日の主張で， ~O レーチ』が，コルニーロフがケレンスキ

ー・サヴィ γ コフを含めた政府を計画 Lたことをもって，その反政府武装行動を政権の継

法性の設定を考慮した正当な行為とふなしてL、るということなど，いくつかの事例を挙げ

て反乱の準髄遂行過程におけるリベラノレの果した役割を非難している 062}

55) CM. n. H. M弘司泊KOB，TaM )Ke， CTp. 247-253. トロッキー苦， 1111勾児 1沢『ロシア革命史JI(4) 
(fj JII，1;!:}，if.. 1957i子，23--7正i

56) CM.日.H. MUJIIOKOB， TaM混乱 BbIn.J， CO<IJu冗， 1924， CTp. ~. 
57) <<且eJIOHapO.ll.a>) N2 140， CTp. 2. 

58) ラドキーによれば， 9月2711のエス・エル'¥1央委?員会法， rテーロ・ナロータ』の編集部に白派・右
翼，tJ央派などに嵩ずる 3名を様充 L， それによって「左翼中央派の牙城j を崩そうと策した O この
ときまでチェルノープを Iド心とする左翼中央派色の強かった李総当ミ m~u.. ， 以後， 右翼 J~Jjミ:il長とほほ 4む

均衡ナる構成に変わる。 (Cf.O. H. Radkey， ibid.， p. 426)ω 
59) <<江eλoHapo江a>>お己 139，CTp. 1. 

60) TaM )Ke， N2 140， CTp. 1. 
61) TaM )Ke， N2 143， CTp. 1. 
62) Cf. Documents IlI， 1595-6. 
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但し，次の小節で検討の対象とされる f民主主義会議」での討議が象徴しているよう

に，反カデット的論調の共通性は，権力問題でのカデットの取扱い方に関する微妙な意、見

の差異を生み出す拐げとはならなかったし，事態、の変転につれての微妙な意見の揺れを妨

げるものでもなかった。右翼中央派で，当時エス・エノレ中央委員会を牛耳る位震にあった

ゴーツとゼYジノフは， 31日の夜，ケレソスキーに対して f臨時政府の成員ヘカデットを

含めることを容認し難いというエス・エノレ党の決定J63)を長えたが， その際ゴーツは，記

者たちに対して，このことは，モスクワのカデットのように， ミリュコーフー派と一線を

聾した個々のカデットの入閣の可能性を排除するものではなく，その意味ではキシキγの

入閣はさしたる困難をひき起こさないだろう，と語ったといわれる 064〉またメンシェヴィ

キのツヱレテリも，この時期，連立政策の正当性を前面に打ち出し，カデットへの攻撃は

慎重に差し詮えているように思われるO ほぼ半月後，民主主義会議で発言するツェレテリ

は，カデット党全体を連立から除外するチェルノーフ的定式に暁確に反対するであろう 065}

一時は政権の禅譲を考えたケレンスキーではあったが，コルニーロフ事件をめぐる状況

の好転 66) エス・エノレ，メンシェヴィキ指導層との接触など刀1行なわれていく中で，かれ

は気をもち重したc アレグセーエフ将軍に自己の地位を譲ることは，それによってコルニ

ーロフ将軍との交渉の道を開く意味合いを持つが，その必要性自体がうすれていったし既

述の通り，ソヴェト指導層は従来通りの政府形慈を要求してL、た。体制内諸力の中点をみ

つけ出すかれ本来の政治感覚がよみがえち，新しい連立を構築するケレ γスキーの活動が

再開される0 30日の「賭議Jでは，モスクワ軍管区司令官ヴェルホフスキー大佐くBepXOBCKH註，

A. 11.)を少将に昇進させて陸軍大臣に，ヴェノレデレフスキー海軍少将 (Bep.ll.epeBCKHII，

1l. H.)を海軍大臣に任命することが決められた087〉この同じ f顕議jで， カデットは，

キシキ γの入閣を含めて新連立へのカデットの参加を拒否しないと言明し，その擦の希望

条件として，指揮官層からの権威ある代表の入諾， r商工業構級j代表の入額，全大臣の
i可等な国事への参加(=執政府反対)， コノレニーロフ事件の解決に際して， 寧の戦関力の

弱化・国内の反自の激化を招かぬこと，という 4つの要求を提起していた058〉ヴェルホフ

スキー，ヴェノレデレブスキーの入額は，カデットの第 1の要求を充たす結果となるが，そ

の人選についてはむしらソヴェト指導震に歓迎されるものであった069〉カデットの第二の

63) <<且e.noHapO，lla>> N2 144， CTp. 3. 
64) CM.口.司.MH.nIOKOB， TaM 2Ke， CTp. 15-6. 

65) Cf. Documents III， p. 1683. ツェシテリがこの演説を行なうのは9月148である。そのよりくわし
い内容は後述する O

66) コノレニーロブは， 8月301::1，アレグセーエフの電話による説得に応じて，革命裁判所に出頭し，反乱

を組織したことの責任をとる用意があることを言明した。 i年決である。 (CM.<(旦e.noHapO，lla>> 
ぬ 142，CTp. 2. 

67) CM. <<且e.noHapoぇω 地 142，CTp. 2. 
68) CM.ロ.H. MH.nぬKOB，TaM 2Ke， CTp. 13-4. 
69)チェルノーフは， ヴェルホフスキーは右翼の陰謀家と左からのアナーキーに対して精力的に対抗し

てきたことで知られ， rソヴェトの民主主義諸党派Jの間で大きな人気を得ていた， その陸相就在
は， コノレニーロブ時代との完全な訣別， 民主主義運動と軌を J にする軍事政策の登場を怠味すると

述べ， またヴェルデレアスキーは，水兵を f教唆扇動」したかどで逮撮されたという人物であり，
その人の海相就任は政婿へのソヴェトの態度を和げ、る効果をもったと述べている。 (Cf.V. Chernov， 
ibid.， p. 382) 
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要求に対しでも，ケレンスキーは讃極的に対応し，やがて交渉に臨むべくキシキン，スミ

ノレノフ (CMHpHOB，C. A.)，ブルイシキン (GyphI出 KHH，n. A.)がそスグワをたった。70)

ところで，新しい連立の形成に関与していた諸クソレープに大きな禽撃を与える事態が遂

に起こった。 8月 31日，ベトログラード労兵代表ソヴェトが，ポリシェヴィキの提案f権

力についてj を 279対 115(棄権50)をもって承認したのであるC そこには，ポリシェヴ

ィキの権力問題に関する一貫した主張，すなわち，単にカデデットのみならず「有産者分

子J一般を致権から排捺すべきであること，唯一の解決策は「革命的プロレタリアートと

農民の代表からなる政権の製設Jにあること，などが記されていたJI〉この事態の背景に

は，コノレニーロフ反乱を克寂した基本的力である労働者・兵士の政治的高揚があり，しか

もベトログラード・ソヴェトの変化は，全国的なソヴェトのポリシェヴィキ化傾向を象徴

する事態であることは明白であった。国惑したソヴェト中央執行委員会多数派は， 9月1自

午後に予定されていた執行委員会までに決議案を準備することすらできない状態だった。

新事態に対するかれらのさし当りの反誌は，カデット放逐要求の硬化という形で、現れたっ

エス・エ/レ中央委員会は，もしもカデットが閣内に留るなら，良派の閣僚を召還する，と

L 、う最後通牒的要求を提起するに至ったJ2〉

苦境に立たされたケレンスキーは， r商工業階級 i の代表はカデットを除外すれば入額

しないこと，すでにその代表者と交渉に入っており，その過程でなされたキシキンらへの

約束でしばられていること，もしも最後通牒が撤回されないとすれば，ケレスキー自身が

辞職する以外にないことなどを挙げて，エス・ユル，メンシェヴィキらを説得しようと試

みた。ケレンスキー自身の辞職についての言及は，かれの側からする最後通牒的言辞でも

あったが，今回はさしたる効果を見せなかった。 1日の夜 11時， ケレンスキー， プロコ

ポヴィチ，アヴグセ γチエフ，スコベレプヲテレシチヱンコ，カルタシェフ，ユレネフに

よる「関議」が開かれ，そこへソヴェト中央執行委員会のメ γパー， ツェレテリ， ゴー

ツ，ダン， リーベル‘ラキートニコフ，ボグダーノフも参加して，政府構成をめぐる意、見

の交換が行なわれたが，カデヅトを含めた連立を主張するケレンスキーらと，それに反対

する執行委員会側は，依然として平行線をたどり，何の協定にも到達しなL、ままで後者の

代表は「額i議」を立ち去ったっ73) 新連立政権を構築する作業はデヅドーロックに乗り上げ

たかにみえた。

ところがその直後に、このような経過からすればある種の違和感を感じさせる報道が

[政府」からもたらされる。すなわち， f夜の 1時，冬宮からわれわれに，政権の危機は

解決されたニとが知らされた」く傍点1)It持者〉とi，'')報道であるり このことに関する報道

は次のように続いている o r一時的に国政問題に関する権力を， 臨時政晴の若干のメ γバ

ーの子に集中することが決定されたJo'夜の 3時， 臨時政府の成員として，ケレンスキ

ー，テレシチェンコ，ニキーチン，ヴニノレデレフスキー，ヴェノレホフスキーが残ったニと

70) CM. n. H. MHJlIOKOB， TaM )Ke， CTp. Hi. 
71) CM. Pa3rpoM M兄Te)J{a，CTp. 87-8， 612. 

72) CM.日.H.九'¥HJlIOKOB，TaM )Ke， CTp. 18-9. 

73) CM. TaM )J{e， CTp. 19. <<LLeJlo Hapo.na)) N2 144， CTp. 3. 
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が明らかとなったJo74) r中央執行委員会でのアヴグセンチエフの言明によれば，新たに構
成された臨時政府の最初の法令となるのは，共和国宣言であろうふ75) 次の自の新聞 (3

日付〉にこの共和国宣言 (9月 1司付〉が公表されるが， その宣言も，臨時政府が「統治

に関する自己の全権Jを首相をはじめとする 5人の関捺に譲渡したことに触れ，さらに，

「祖国の永遠で共通の利害を，個々の党や階級の利害よりもより高く評価するあらゆる分

子の代表をその数伍にひき入れることによって，その成員を拡大するように努力するj と

述べ， rこの任務が臨時政府によって近日中に遂行されることを信じて疑わないj と結ん
でし、る 07S〉

ここに出現した上記5名による新機関は，公式には「五人評議会J(COBeT II針路)と称
されたが，それは通常 f執政府」とも言い換えられてし、た。政府公報に記されているこの

問題の審議経過を見ても， r 5人の人物からなる執政府へ国政の当面する指導を委任する
こと J77) (傍点引用者〉が審議決定されたと表現されている O 五人評議会とは，要するに，

ケレンスキーらが今回の政府危機の当初から提起していたいわゆる執政府の別名にはかな

らなし、。ただ，人的講成をみると，当初そのメンバーとして取沙汰されていた6名のう

ち，カデットのキシキ γ，メンシェヴィキのスコベレフ，エス・エノレで、ありながらエス・

エノレに忌避されたサヴインコフ，それにケレ γスキー政府における「三頭政治J(TpHyM・

BHpaT)の一角を担っていたネクラソフ 78)が梢え去り，代りに，メンシェヴィキではある

が一介の平党員にすぎないニキーチンと，ヴェノレホフスキー，ヴェノレデレフスキーという

二人の軍人が加えられている点に変化がみられるC これによって執政府は，連立の双方を

それぞれ代表しうる有力なメンバーを欠き 79) 結果的に首相兼最高総司官ケレンスキーの

比重を一層強める構成と金った。これは，新連立形成をめぐる交渉の手詰まり状態の反映

であると共に，そのような中で，次第に党の連立よりは人の連立へと傾斜しつつあったケ

レγスキーの意識の発現でもあった080〉

五人評議会の国政上で占める位置については，五人評議会それ自体が「臨時致府Jとさ

れたのではなく，五人評議会と[臨時政府」が，それぞれ相対的に独自の機関として二重

構造をなしつつ並存していたことに注意すべきであろう o 6日付の新聞で報道された需者

の f相互関係と機能」に関する「公式説明j によれば，五人評議会は毎日午前 10持に，

「議時政府Jはその「全成員」に各省長官を含めて日中に，それぞれ別個に会議をもって

74) ここで;ま， この 5名が「臨時政府」の成員として残ったとされているが， この 5名は， 前設の権力

を集中された[若子のメンノー-J，換言すれば，すぐあとで触れる「五人評議会Jの成員となったの
である O 形式的には， r五人評議会J と f臨時政府j とは全く I~奇じものではない。両者の関係につい

ては後述する O

75) CM. <<且eJlOHapO.llω 地 144，CTp. 3. 
76) CM. Pa3rpoM M冗Te)Ka，CTp. 192. Documents III， pp. 1657-8. 
77) Documen臼 III，p. 1659. 
78) r三頭政治Jの 3人とは，ケレンスキー，テレシチェンコ， ネクラソブを11'3-:1。 卒、ヶヲソブの再現に
よれば，右派とカデットのグループはかれに反対する扇動会行会っていた。 (CM.<<neJIo HapO.lla>) 
地 142，CTp. 4) 

79) ヵデットの Fレーチ』は， rわが執政府の特徴の一つは，それを構成する人物のいずれもが， どの党
派のスポークス J ンでもないという事実にあるJ(Documents III， p. 1660)と指摘している。

80) Cf. V. Chernov， ibid.， p. 397. 
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おり，決定は i臨時政庶全体Jでたされたとされているの幻) Lかしながら，事の実質をみ

れば， この町三点で五人評議会に露さず， 同時に最終的に辞職してもいなかった「閣僚j

は、プロコポヴィチラエフレモフ，カノレタシェフの 3名にすぎず， しかもかれらは，自分

/こちの辞表を握っているケレ γスキーカミら，それぞれの省の長官代理の資格で留任するこ

とを求められていたグ〉従って I臨時政府jの会議は，事実 ι各省長官 (yrrpaBJI刃お出凶
MHHHCTepCTBOM) と五人評議会のメ γバーが後者の指導下で実務的事柄を取扱う会議に

iまかならず，実質的に「臨時政府」の機能を代行すべき位賓に立っていたのは，ケレンス

キーを頭とする 5入の「執政j たちであることは明白であった。

L 、ずれにしても，ここに生じた事態は f政権の危機は解決されたJとLヴ状態とは程遠

いものであり，解決されたことといえば，宮に浮いていた大庄の辞表が大方片づき，ケレ

ンスキーらの執政府案が臼「主復活して，第二次連立政府の事実上の解体がその主主政権を

担うべき機関-般の完全な消滅に亘結するのを辛うじて防いだことを挙げうるにすぎな

¥.; ¥ ，j ケレンスキー自身が，先に引用した[共和国宣言jの内容からも分る通り，五人評議

会体制は第三次連立の成立をみるまでの過渡的体制であることを認めていたし，全大臣の

同等な国事への参加という名分を掲げて執政府に反対していたカデットも，そのような過

渡的性格のものとしてのみ，この五人評議会を受け容れたのだったoS3〉

では，やはり執政局長対の意向を明示していたソヴェト勢力の側はどうだったか。 9月

1日夜から翌朝にかけて討議を続けていた労兵ソヴェト・農民ソヴェトの合同執行委員会

総会は，その途中で報ぜ、られた「新政府jの成立についても討議を交わしている O 需上，

ポリシェヴィキのカーメネフが， その構成方法を特徴づける「完全な無責任性と借入独

裁!を指摘し， ベトログラード・ソヴェトの 8月 31日付決議の支持を要求したことは，

言わずもがなのことかも LれなL、。ところが，マルトフ，ツェレテリの発言では，カデッ

トが排i奈されたことに蒼Bする見解が出され，とくにツヱテ引土，それを根拠として「政

府j への完全支持を表明 L，エス・ユル，メ γシェヴィキの提出 Lた決議案にある政府か

らのカデット排除i二関する部分を，すでに実現されたことと Lてこれを変更する提案まで

行なった084〉

結局，執行委員会総会は， I政府への精力的支持j のよびかけを含むエス・エル=メン

シヱヴィキの案を圧倒的多数で可決するつしかし，採択されたその決議の全体は， I政府」

への支持があるべき姿の政府としてなされているものではなく，やはり，その[政府Jを

本来の政府が講成されるまでの過渡的存在とみなしていたことを示している。すなわち，

その決議は，まず第ーに「国を憲法制定議会まで導きうる政権を構成するとし、う問題を解

決するjために， I全民主主義組織と民主主義的地方自治機関の大会」を召集することを

決め， 次いで， Iこの大会主でその現在の構成を保持することJを「政府!に要求してい

るつ この大会は 9丹12日に開くことが定められたcm‘いうまでもなく， その竣;一民主主

81) CM. <<且eJIOHapO，lla>>地 146，CTp. 3. 

82) Cf. Documents III， p. 1660. 

83) CM.ロ.H. MH.lI泊KOB，TaM )Ke， CTp. 23. 
84) Cf. Documents rrI， pp. 1666-7. <<且e.. 10 Hapo江部地145，CTp. 2-3. 
β5) Cf. Docl1mぞntsnI， pp. 1668. <<'ueJIo Hapo瓦a>>N2 145， CTp. 3. 
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義会議J(江eMOl正予aTWleCKoe COBew.aHHe) と呼ばれたものがこれに当たる O このよう
に，ソヴェト執行委員会も，五人評議会の成立によって政権の危機が解決されたとは全く

みていなL、。本来の新政府を構成する問題は依然として未解決の課題だとみなされてい

る08めだがカデットを除外した「政府 lが出現して肖且つそれが過渡的存在にすぎないと

すれば，みずからが提起し，それが直接の起国となって今日の事態を招いた「カデット放

逐Jの最後通牒はどうなるのか。「カデットを除く連立J とLヴ連立政策は現実に成立し

うるのかっしかもソヴェト内部では，連立政策それ邑体を否定するポリシェヴィキの主張

が，今や支配的潮流にすらなろうとしている O 執行委員会総会の決議は，エス・エノレニメ

γシェヴィキ・ブロックの指導層が，もはやこの難問を解決するイニジアチヴを喪失し，

いわゆる f革命的民主主義j の全組織を網羅した大衆討議の結果にすべてを委ねたという

ことを示すものである O

(4 ) 

民主主義会議は，予定よりも 2日おくれて， 9丹 14日から 22日までの 9B間，ベトロ

グラードで開催された。会議には， 400名を越す代表権を与えられた労・兵・農ソヴェト

の中央および地方組織をはじめ，都市および地方自治体，協同組合，労働組合，軍諸組

織，民族諸組織など， 合わせて 1700名をこえる代表の出席が予定されていたが，そのう

ち開会時の出席者は凡そ 1200名前後であった087〉

ここで，この会議の経過それ自体を記述する必要はない。検討の対象とされるべきこと

は，この会議の限呂である新政権の講成をめぐる問題，とりわけエス・エノレ=メ γシェヴ

ィキ的ソヴェト指導層が 5月以来一貢して行動の指針とし，今のつびきならぬ袋小路に陥

っている連立政策の問題に対して，いわゆる「革命的民主主義Jを構成する社会主義諸政

派が，いかなる解答を提出しいかなる結論に到達するかという点である O この時期の連立

政策をめぐ、る複雑な意見の分れは，既述の経過からも推察されるように，カデットをどの

ように位置づけるかということをその分岐点としていた。つまり，カデットを連立の構成

要素として肯定するか，それともその排除を主張するか，仮に排除を主張するにしても，

カデットの一部排除を主張するのか，それともその党全体を否認するのか，さらに後者の

場合，カデットとブノレジョアジーの関係をどのように担えるのか，換言すれば，カデット

を排除してもブ、ノレジョアジーとは連立しうるとするのか，それともカデットの排除，郎，

86)五人評議会;こ関する数日後のエス・エ/しの言及を補足 Lておこう。 9月6日の『デーロ・ナローダJ
は， その主張の中で， カデット・社会主義者の離説による臨時政府の崩壊は，統治の在を全うし国

を憲法制定議会へ導きうるような rl、かなる政 J宥もない状態」を生み出したと述べ，次のように続
けている。「どの政党とも関採がなく，革命的民主主義のどの機関にも責任を負わぬ r五人評議会』
を政権の出に立たせた今日の事態は，革命にとって危険であり，できるだけ早く徐去すべき必要

恵 (HeH36e)KHOe3JIO)としてのみ我慢することができるJ(持且eλoHapO.ll.a))地 147，CTp. 1)0 
87)代表数の当初の配分は， 50以上のものを挙げると， ソヴヱト 300(労・兵代表と農代表向数)，諮問

組合150，労働組合100，軍諸組織84，民族諸組織59，ゼムストヴォ50，というところであったが，

いろいろな組織から増員の要求が出され，ソヴェトは300から 460名へ，ゼ、ムストヴォ関揺は，都市

自治体が 300，地方向治体が200へふやされるなど，当初の代表数は大巾に変更された。開会時の出

荷数は，資料によって開きがあるが， ここではミリュコープの数字を一応のめどとして挙げておい

た (CM. ロ.H. MHJIぬKOB，TaM )Ke， CTp. 35ーの。
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ブ、/レジョアジーの排除と考え，結局，連立政策それ岳体を否定する立場をとるのか，この

ような論点をめぐって各政派の様々左方針が形づくられていくのであるc 以下，それぞれ

の見解を代表すると思われる幾つかの発言をとり七千，分化の実態をみていくことに Lょ

うっこの場合，本小稿の最初で述べた設定から Lて，検討の力点はエス・ユ/レ各派の動向

におカミれる。

民主主義会議において，従来通りのカデットを含む連立を擁護する見解は，さし当り，

人民社会主義者(エヌ・エス)の前食糧桔ベシェホノフの発言にみることができる O かれ

は，連立以外に救いはなく，いかなる修正をも付することなくそれを受け容れなければな

らないと述べ，器内での妨害やコルニーロフ陰謀にかかわるカデットへの疑惑に積極的に

抗議しつつ， I連立が必要かどうかではなく，現在の条件の下で、連立が可能かどうかj と

いう問題を提起する。かれはその可能性を 8時間労働日とか土地の人民へのうi渡しなど

を含む諸要求の制霞に兎出 L， 次のように主張するのである o I搭級的諸要求を拒み，そ

れを国家的利害に従罵させる条件の下で，連立も締結されるに相違ないJとJS〉河ヒエヌ
・エスの前法相ザノレドヌイも，連立の必要性に触れながら， iここでカデットに対して，

かれらは政府を妨害し，コルニーロフ陰謀の参画者らしいという非難が浴びせられたっ私

はそれは正しくなL、と言わねばならなL、。あるいは大勢のカデットがコ/レニーロフ陰謀に

参加していたかもしれなL、c 私はそれは知らないが，臨時政府の成員となっていたカデッ

トは，コルニーロフ陰謀に全く不意をつかれたという態変だったことを断言する……」と

述べ，また予備議会創設の必要性を強調して， その際， f民主主義j派以外の組織や党，

fとりわけカデットを含めること J(静点引用者〉を希望 Lている oS9〉

このようなエヌ・ェスの立場は，ケレンスキーの志向と合致していた。というよりはむ

Lろ， ケレンスキーの見解が， かれらをリードしていたと言うべきなのかもしれなL、098〉

ケレ γスキーの見解については，これまでの新政府形成をめぐる動きの中ですでに十分明

確にされているが、エス・エノレ宗派が:戦争を支持する全要素からなる政府を組立てるf-:

でケレ γスキーに行動の自由を-与える内〉立場をとっていることを考慮L， 同派を代弁す

るものとしてケレ γスキーの次の言葉を加えておこうっかれは，当時を回想、した一節で，

fカデットば全体として，ロシアの民主的政治体制建設に従事している勢力の積量的で創

造的，かつ不可欠の部分 であり， I私はカデットが政府に参加することが絶対に必要と

考えていたj と述べている。かれに言わせれば，コルニーロフ茨舌Lとの関連で、反惑を集め

ている「ミリュコーフとそのグループは，党内の小さな少数派|にすぎず，カデット党自

体はいかなる形においても独裁を認めたことはなかったとされるJ2〉

88) CM. <<且eJIOHapoぇa}>民主 157，CTp. 2. 
89) CM. PeBOJIlOUHOHHoe .lI.BH)l{eHHe B POCCHH B ceHT兄6pe 1917 r. (o6meHaUHOHaJIbHbI詰 KPH-
3HC)， M.， 1961， CTp. 250-3. 以後 06出 eHaUHOHaJIbHbI註 KpH3HCと略記する O

90)ザルト、スイはと記の発言のf!lで， r私個人法，わが政府現首相の最大の崇持者であるJ(TaM 米 e，
CTp. 151)と述べている O

91) O. H. Radkey， ibid.， p. 403. 
92) ケレンスキー，荷掲書. 523-5頁参照。民主主義会議では，ケレンスキーは，主{星者を代表するチへ
ずど・アヴクセンチェフの開会演説の次iこ， 政府代表と Lて発言の機会を与えられたが， その演説

の大部分立， L:王しぼ野次と怒号で中断されながらコルニーロフ事件の経過と釈明にあてられ， 会
議の中心問題である連立問題にほ全くといっていいほど触れていない。
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このようなエヌ・エスおよびエス・エル右派の主張にみられる従来通りのカデットを含

む連立論に比して，僅かに左に位置する主張とみられるの辻，たとえばアヴグセ γチエフ

の発言にみられるカデット選別の連立論である O すなわち，アヴグセンチエフは，民主主

義会議のエス・エノレ派会議で，政府内での連立を拒否するとすれば地方でもブルジョア分

子との協働を拒否することになろうと警告し，一定の政縞に基づく誠実で現実的な連立の

構築こそ唯一の正しい道だとして，次のようにその内容を規定する o r連立へは，自由主
義ブルジョアジーと工業家，それにカデット党の特定の代表も参加しなければならない。

私は，カデット党中央機関紙 Fレーチ』がコルニーロフ反乱の際に明白な反政府的立場を
とったので，われわれはカデット党中央機関紙の代表とは協調していけないということを

明確にする O しかし私辻，その党全誌をすっかり掲り出しではならないし，実生活から排

除しではならないと考えるJo93) かれは 8月 30Bの合湾執行委員会でも，反乱の支持者と
きっぱり挟を分Tこなかった者，J3i.乱の責任を真犯人にではなく政府に負わせる者，コノレニ

ーロフとの交渉を勧めた者は，政府の成員たりえないと主張した。宮4)

このようにアヴグセンチェフは，カデットの党全体を排除するのではなく，それをえり

分けて，主に Fレーチ』を摂域とするグループ，具体的にはミリュフープ一派を排除する

ことを主張するのである C ケレ γスキーも，上述のように，ミリュコーフ一派を区別して

取扱っているのであるから，両者の意見が極めて近接していることは確かであるが，ケレ

γスキーの場合， ミリュコープの存主がその不人気の故に連立形成の樟害となることを恐

れる戦術的配患の域を出ない95)のに対して， アヴグセンチェフの場合は，排除の基準を

明示し従来の連立に新たな限定条項を付したという点で，再考の関にやはり一定の梧違

が存在することを認めなければならなし、。また，アヴグセンチェフのこの立場は，先に触

れた 8月3113のゴーツ， ゼ γジノフの立場とも異なることはいうまでもなかろう O ゴー

ツらの申入れた方向は，アヴグセ γチェフとは逆に，カデットの一般的排除を龍提とした

上で，個々のカデットとの連立の可能性を示したものだからであるつしかしながら，この

二つの立場は，ともにカデットを選別して連立するという点では共通しており，実践的局

面では殆んど区別し難いものとなろう O 事実はまたそのように進行したのであって，ゴー

ツがアヴグセ γチェフに同調する方向で両者は一体化し，民主主義会議のエス・エノレ代表

団はその指導下で譲歩に次ぐ譲歩を重ねていくのである 096〉

このようなカデット選別連立論に属する政派をエス・エノレに即して挙げるとすれば，ア

ヴグセ γチェフ・ゴーツの組み合わせから，当然エス・エノレ右翼中央振り名を挙げること

になるが，もちろんその主張者はエス・エノレの範囲内に限定されていたわけで、はない。そ

の重要な例として，われわれはメ γシヱヴィキのツェレテりを挙げることができる O ツェ

レテりは，民主主義会議の中で， r同質の民主主義政権」に反対L，連立政権の維持を最
も強く主張したひとりであるが，問題のカデットへの態度について言及した際，チヱルノ

ーフの定式一一ツェレテリはそれを「然り連立を，だがこれこれの党を除外してJと表現

93) <<且enoHapO.lla>}おる 154，CTp. 3. 
94) CM. TaM >Ke，地142，CTp. 3. 
95)ケレンスキー，前掲書， 525-7頁参照。
96) CM. B. M. 4epHoB， TIepeぇ 6ype払 Hbぬ・白OPK，1953， CTp. 343-4， 
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Lている一ーに疑問を提起し，コルニーロフ事件にかかわり合いをもっ分子が連立の一部

となりえないのはもちろんだが， 1その構成要素において異質である一政党全体を拒否す

ること]は「問題の誤った政治的定式化」であると批判している 097〉こうして，ゴーツ，

ツェレテリというエス・エノして=メンシェヴィキ・ブロックの結び呂に位置する二人の指導

的メンバーは，ともにカデット選別の連立論をとり，半月程前に掲げていた「カデット排

除」の旗じるしを次第に引き降ろしていくに至った。

では，ツヱレテリによって批判されたチェルノーフの定式は，どのような内容の展開を

有していたのだろうかむその晃解は，改めて断わるまでもなく，エス・エノレ左翼中央派の

それを代表する O チェルノーフがまず自己の立論の前提として踏まえていることは，カデ

ットとの連立の完全拒否という点である c チェルノーフ自身の記述によれば，かれのこの

考えは， 7月初旬のカデットの大臣たちとリヴォーフ公の辞職後に，もしくは2月革命議

16か月の経験Jを経た時期に生じたものであり，諸民族の由決を認め連邦制の憲章を作

成するためには，また土地問題，労動問題，生産の統制，利潤の制限などを解決するため

には，あるし、はまた民主主義的講和条件を公布させるべく連合国に強力な圧力を加えるた

めには，カデットを排除した政府が必要だという岳覚に基づくものであった098〉だとすれ

ば，コルニーロフ反乱に参画したかどうかによってカデットをえり分けるという類いのカ

デット選別連立論は，チェルノーフの立場からは出てきょうがなL、。その排除の動機は，

上のようにより全面的でま深いカデットへの不信に根ざしているからであるつ

連立からカデットを党として排除するといういわば否定的主張点は，チェルノーフの場

合，それに代るべき新たな f連立」政権溝想を秘めた積極的主張点と結合されて提起され

ていた。それは，たとえぽ民主主義会議の中でなされた次のような発言となって現れる O

「何よりもまず諸君のプログラムを作り，それを足場として自分たち自身が一つの偉大な

勤労者の民主主義的連立となりたまえっそれは諸君の最大黒綱領ではないだろう O 同志諸

君，それは憲法制定議会までの期間を考えてのプログラムとなろう O 言い換えれば，それ

は，誰でも，社会主義的民主主義派ではなくて単なる普通の民主主義深ですら受け容れる

ことのできるプログラムであろう O こう Lて，この綱領に，……モスクワ会議で公表され

たプログラムのような当面の政縞に署名しうるすべての人たちと，連立を構成することが

できるJo号9) まず民主主義的プログラムの確立に基づく 「勤労者の民主主義的連立Jを，

それを主体としてさらにそのプログラムに署名しうるすべての人たちとの連立を，一一一こ

れがチヱルノーフの積極的主張点であった。

ここに成立すべき新政権の基本的性格をより明確にするために，われわれは『デーロ・

ナローダ』の 9月 1日付主張を援用しなければならなし、。もとより「デーロ・ナローダ』

の論説を常に左翼中央派の見解と等置することは誤まりであるが，同抵の概括的額向を念

頭におきつつ上記主張の内容を合わせみるとき，そのような援用が許される L，またそれ

が必要だと考えるからであるJ∞) 9月 1日付主張「政権の構築についてj は，先にも引

97) Cf. Documents III， p. 1682-4. 
98) Cf. V. Chernov， ibid.， pp. 399-400. B. M. 4epHoB， TaM )Ke， CTp. 336-8. 
99) (<.lleJIo Ha po江a>>N2 155， CTp. 4. 

100) Cf. O. H. Radkey， ibid.， p. 404 n. 
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用したカデットとの連立を革命と反革命の連立になぞらえ厳しく拒否している前半の部分

に続いて，それにもかかわらず「われわれは連立政府に賛成する」と述べ，その根拠を次

のように展開している。すなわち，ロシア革命は略奪的なブ、ノレジョアジーの支配は清算し

たが，資本主義発展の可能性を除去しはしなかった。むしろ，民主共和国の基盤のj二で，

社会主義政党の最小限綱領の実現を容易にするような「資本主義形態の商工業の華やかな

開花」が可能であり不可避であろう O 「ブ、/レジョア社会の一一一古いブ、ルジョア的諸賠級の

ではなく一一一利害は，革命によって社会主義的変革のプログラムが提起されておらず，ま

た提起されえない間は，革命の側に忘るん従って， 資本主義制度の基盤に立つ真に民主

的なブ〉レジョア政党の形成に至るまで， 7・8政絹に同意する「プノレジョアジーの個々の

代表が参加するような連立政府の構成が可能である L，また必要であると考える」と。101)

この独特な論理で支えられるブ、/レジョアジー選別の連ー立論は，カデットとの連立をトー

タノレに否定しながらも，連立政策そのものを否定しきってはいないエス・エル左翼中央派

の立場を理論化したものとみて差支えなL、。当時，高工業界の代表はカデットを除外すれ

ば自分たちも入顛しないと公言していたから，この連立論によって築かれる実際の連立

は，社会主義者の占める比重が極めて大きいものとなることは必至だったっ先にみたまず

「勤労者の民主主義的連立jをというチェルノーフの発言は，先行する二つの連立に対す

る根底的批判から発したものであると同時に，カデットの完全な排除を前提とした場合，

さらにまた「畏主主義j派のプログラムを不動の前提とした場合，そこに成立する政府は

殆んど同質に近い連立とならざるをえないという状況への見通しからも発したものと思わ

れる O チェルノーフは，民主主義会議のエス・エノレ派会議で、次のように述べている O カデ

ットの排除に伴って「もしほかのブルジョア分子までが連立を拒否するとしても，そのこ

とへの責任はわれわれにあるのではなL、。しかし，社会主義致府一一それは社会主義の導

入と同じ事だと考えているものは，深い誤まりを犯している。専ら社会主義者からだけ成

り立っているときでさえ，致府は，民主主義会議によって作成された一定のプログラムに

立時せねばならないし，憲法制定議会までいかなる社会化をも実施してはならない P02)

要するに，チェルノーフないしエス・エノレ左翼中央派が脳裏に画いていた新政権は，

非社会主義的な民主主義的プログラムへの共通の献身で、結ばれた社会主義者を主体とする

連立政権であり，のちにチェルノーフが記しているように，従来の左右均衡・左右相殺型

の連立に比して「より同質の政府Jir狭い連立』の政府Jであった。同様にチェルノーフ
の記述に従って，その講成メンバーの具体的イメージをも挙げるならば，エス・エノレ，社

会民主主義者， トノレドヴィキ，エヌ・ェス，協同組合の指導者，それに右翼と左翼の哲人

的異端者であるネクラソフ，クラッシンの如き人びとを含むものと考えられていた。チェ

ルノーフはこの政府を「ツェレテリーチェルノーフ政府Jと呼んでいる O かれは， このよ

うな政府のみが唯一の可能な民主主義致府であり，これ以外のどのような政府も，右翼ま

たは左翼の少数独裁政権にならざるをえないと考えていたのである0163〉

101) CM. <<江町10Hapo)J.a>>泌 143，CTp. 1. 
102) TaM )Ke，地 154，CTp. 2. 
103) Cf. V. Chernov， ibid.， pp. 304-5. 
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ロシア臨時政府に問する一考察(下)

これに対してエス・ユノレ左派は， カデットはもとより， ブ)レジョアジーをも除外した

「同質の社会主義政宥Jを主張していたっかれらは，左翼中央深の主張に残されている倍

々のブ‘ノレジョアジーと連立する理論的可能性をも認めず，カデヅトとブノレジョアジーを同

時的に連立の外においた。つまり，言葉の薮密な意味において，連立そのものを否定して

いたのである O 度々触れてきたエス・ェル派会議で，左派グノレープを代表して発言したカ

レーリン (KapeJIHH，B. A.)は， I有産者分子 (ueH30Bwe9JIeMeHTW) との共通のプロ

グラムを見出さんとする民主主義のあらゆる期待にもかかわらず，モスクワ会議が示した

ように，かれらとの協定は締結されえなL、。わが革命の性格は，合成的な社会的要求が存

在する余地をなくしているJ(誇点引用者)と述べ， さらに「連立は， カデット党一ーそ

の立場は明らかに受け入れ難い一一ーのほかには連立の相手となる分子がL、ないということ

からしてすでに不可能であるj 1-カデット党のほかには， ブ、ノレジョアジーを代表する組織

的グループや党は存在しない」と述べて，連立政策の続行に反対したむ104) ポリシヱヴィ

キのカーメネフ (KaMeHeB，JI. 6.) も，民主主義会議での発言の中で， カレーリ γ と同

様に，ブルジョア分子の政党はカデットのみであり，そのカデットと連立しえないとすれ

ば，連立すべき相手がないと指摘し，道はただ一つ， r-政詩はここで構成されねばならな

L リと述べた0105〉かつて述べたことがあるように 106)エス・エル左派とポリシェヴィキ

は政治的思想的に基本的な椙異点を有していたふ，民主主義会議の局面では，両者は殆ん

どi乏別 L難い共通の主張を提記していたと L、えよう。

さらに連立それ自体を否定するものとして，メ γシェヴィキ国際主義派のマノレトブの発

言を加えておかなくてはならな:い。担し， 18日に登壇したマノレトフは， メンシェヴィキ

国際主義派としてではなく匂ソヴェト代表団多数派の決議の報告者として登壇したのであ

るO ツェレテリをはじめとする防衛主義的潮流に党の主導権を握られ，長らくメ γシヱヴ

ィキ左翼に位寵する少数派にとどまっていたマルトフは，今やソヴェト多数派の代表とし

て連在政権の廃絶を要求するのかわってソヴェト少数派の宣言を読みあげたのは，ツヱレ

テザの{奈友ダンであったc マルトフの発言，すなわちソヴェト多数派の宣言は次のように

述べる O ソヴェトは抱の「民主主義諸組織 iと密接に結合しつつロシアの各地方において

事実上その手に国家権力を集τドする機関となってきている。ところが中央では連立の原則

に立つ政府が機能しつづけ，ここから生ずる地方と中央との「不一致と対立jは子民主主

義Jの創造的活動を不毛なものとさせてきた。連立の中での「有産者分子」のサボタージ

ュは，中央政権を無活動，動揺，大衆との分離へ追いやり，それがまた資本家階較への政

府の依存を強めさせたの もはやかかる事態を根底から正すべき時であるo I有産者分子と

のいかなる協調をも断国と Lて拒否 jL， r-革命の緊急の諸課題を解決する力をもち， 憲
法制定議会主で勤労人民大衆の全権を委任された代議体に責任を負う，真に革命的な政権

を創設することJに自己の力を向けねばならなL、と C107〉

104) CM. <<且eJloHapOJl.a>)おる 154，CTp. 2， 

105) Cf. Docl1ments III， p. 1682. 
106)拙穣， r左翼社会革命党の成立をめぐって」σ北大史学』第10号)51， 57， 60頁，参照。
107) CM. <<瓦eJloHapO.ll.a>>民主 159，CTp. 2. マルトアばこのけもう一度登壇したが，そのときは，メン
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1":) 同建次部

次のR，9丹 19日，民主主義会議は主要な討議を終えて票決に移った。まず無記名投

票とするか記名投票とするかについて， 574対 660で、後者に決めた後，午後4持 30分，連

立の賛否を問う投票に入った。午後 10時に示された投票結果は，賛成 766，反対688，棄

権 38，一一一辛うじて連立の原貯は可決された。 これをグループ加にみると， 連立賛成が

優勢なものとしては，協同組合，ゼムストヴォが目立ち，連立反対が擾勢なのは，ソヴェ

ト，労機組合などであった。休憩の後，議長アヴクセ γチエフは幹部会108)の名において

二つの f修正J案を提起した。第ーは， Iカデットやその他諸党のコノレニーロフ陰謀に関

与した分子は連立の範囲外におかれるJ，第二は， 1カデット党は連立の範霞外におかれ

る」というものである。それぞれ若干の発言をへて採決を行なった結果，第ーの「移正J

は， 798対 139(棄権 196)，第二の 11修正」は， 595対 493(棄権 72)をもってともに可

決された。こののち民主主義会議は，採択された二つの「修正」を含めた定式全体の票決

に入る。各派は票決に先立って自派の態度を表明したが，その際ゴ{ツはエス・エノレ内の

連立支持者の名において，ダンはメ γシェヴィキ内のそれを代表して，決議全体に反対投

票を行なうと言明した。かれらには，カデヅト党全体を連立から排除する第二の「移正J

と結合された連立の決議は，すで、に触れたその立場からして，事実上連立それ自体を否定

するに等しい無意味な決議だと思われたので、あるO こうして，連立反対派にも賛成派にも

不満な連立の定式全体は， 183対 813(棄権80)という圧倒的多数をもって否決されてし

まった。109)

午前 1時過ぎに再開された会議は， 次の二つの決議を確認し僅か 10分で閉会した。一

つは，ヅェレテリによる幹部会提案一一票決の結果は民主主義派に実行につながる意志の

統ーがないことを示したとして，相互の譲歩によって統ー点を見出すため幹部会と全グル

ープ代表との特民協議(1拡大幹部会J) の場を設けるとしみ提案一ーであり， もう一つ

は，問題解決の条件が整うまで民主主義会議は解散しないという決議である。110) 舞台法

スモーリヌイに移り，上記の拡大幹部会が一日中続けられる O そこで， 8・14プログラム

に基づく政権，早期民主講和をめざす積極的な対外政策，民主主義会議によって作られる

代議機関へ政府は責任を負うこと，政府の講築について諸党派との交渉に当る特別機関の

設置，前記代議機関へ「有産者分子Jを稽充しうることなどが採択され， そのあと， I政

権は連立であるべきか，同質であるべきかJという問題が採決に付されたっその結果， 60 

対 50をもって連立は否決された0111〉

土壇場にたってもう一度ツェレテザが登場する。かれは，今日も昨日と同じくどのよう

な協定にも到達しえなかった， 1同賓の致時Jが提案されているが，半分は以前通り「有

シヱヴイキ・フラグの多数諜として発言 Ltこ。

108)民主主義会議の第 1日目に，労兵ソヴェ人農民ソヴェ九都市，ゼムストヴォからそれぞれ 5，
労働組合 2，協同組合4，盤隊 1，前議2，民族諸組織4， ウクライナ・ラーダ 1， ~十 34名によっ

て構成きれる幹部会の名簿がチヘイゼによって提案され，全員一致で承認されている (CM.TaM 

iKe，地 155，CTp. 2)。
109) CM. 06r..ueHaQHoHaJIbH副首 KpH3HC，CTp. 253-4. <<江eJIO HapO，lla>} N2 159， CTp. 3. 第ーの
「修正j案の票決は， rデーロ・ナローダ』では，賛成797となっている。

110) CM. {(瓦eJIOHapo，.na>)地 159，CTp. 3. 
111) CM. TaM iKe， 1¥量160，CTp. 2. 
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ロシア臨時政府に関する一考察〈下〉

産者分子との連立jを支持していると述べ，次のように続ける o I自分たちの小さな仲間

うちの中で連立を築きえないでいるときに，どうじていま，その民主主義のみの力で菌を

統治することについて語ることができょうか? 私に可能と思われる唯一の解決策は，連

立に関する問題を討議から外 L，われわれによって選出される機関に，一定のプログラム

に基づいてあれこれの人物を選び出すという課題を解決させることであるム拡大幹部会

は， ツェレテりの提案に治って「連立政権か非連立政権かとLづ問題を討議から外すニ

とよ|対外政策に関する条項の補足を含めて，モスクワ会議のプログラムが義務的なもの

であることを認めること」などを決定した。112) 9見22日付 Fデーロ・ナローダJ主張

は，このような結果を評して，それは同紙が主張し続けてきた解決策と合致するものであ

り， I連立に関する問題は，民主主義が誰と政治同盟を結ぶべきなのかということについ

てではなく，何をめぐって r連立するJのか，現時点としては国民的民主主義的プログラ
ムはとのようなものであるべきか，ということについて立てられねぽならないJ113)と述べ

ているが，これまでの経過が明紫に示しているように，この拡大幹部会の到達点は，決し

てそれを意留して得られた結末ではなく，とうにも意、見の統ーがはかれぬ肝心の問題点を

そっくり棚上げしてしまった結果にほかならない。

民主主義会議はこの後なお 3 ~1 間にわたって続行される o Lかし，これ以上その経過を

追っていく必要はないっわれわれが追求する連立問題での結果はすでに明らかである O た

だ，拡大幹部会の決定事項に沿って， 21 El，幹部会提案の方式114)による J民主主義評議

会 I(瓦eMOKpaTlflleCKH註 COBeT)の選出を行ない，それに民主主義会議が持つ全権利を譲

渡する， というとが決められたことだけを付記しておくにとどめる 0115〉民主主義会議が，

自己に課されていた中心的課題で、ある[連立政権か非連立政権力、と L、う問題」を放棄した

あとで，ただ民主主義会議を小型にしただけの民主主義評議会が，それを解決しうると考

えるわけにはいかなし、民主主義会議で実はソヴェト少数派であることを暴露した中央執

行委員会多数派は，期待された民主主義諸組織の統ーした意志と力の支えないこ，冬宮で

の交渉の席に戻らねばならなかった。その冬宮では，次に述べるように，ケレンスキーと

モスクワ・プノレジョアジーとの協議が，すでに新政府でのポストの割り振り主でを話し合

う段階にさしかカ‘っていたのである円確かに，そのころレーニンがポリシェヴィキ中央委

員会へ書き送っていた通り， I決定は f民主主義1会議の外でJ116) なされつつあった。

つは冬宮で、。もう一つは:ピーテ/レとモスクワの労働者地区でJ0117〉

112) CM. TaM )Ke. 

113) TaM )l{e，ぬ 161，CTp.l. 
114)グノレープ別代表制を基本とし勺つ，党派別代表制の併用をも認めた方式。すなわち，民主主義評議

会での議席数は， あらかじめ民主主義会議における各グループの代表権に比例〔各グループ代表数

の 15%) Lて配分されて L、fニ。たとえば，部di45， ピムストウ、ヰ(県執行委立会を合む)45，労兵
ソ、yェ卜 3i)，農民ゾヴェト 3H，というよう旨こ。 グノしーブ日IJ代表HilJを望むグループ辻そのまま規定心

人数々選出するが， 九グノLープ I}-jの党ブラクが分離し， その人数 iこ応じて選出する仕 )j も ~tzc.うられ

に (CM.06w.eHaUHoHa.llbHbIH KpH3HC， CTp. 254ーのむ
115) CM. (<，Ueλo Hapoぇa>>，N2 161， CTp. 3. 
116)仁レーニン全朱j，第26を，大)J 主治，ド)ょ工。

117) IliJ上。
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高間鐘次部

( 5) 

ケレンスキーは，ソヴェト執行委員会の要求にもかかわらず，民主主義会議の終るのを

だまって待とうとはしなかった。むしろかれは，ブソレジョアジーとの連立交渉を推進し，

その既成事実をもって，民主主義会議での反連立的な動きへ圧力を加える手だてをとっ

た118)。民主主義会議が開始された 9月 14U，ケレンスキーの要請をうけて，入顕の予備

接衝のため， Iモスクワの社会的活動家jたち，ブノレイシキン， スミノレノフ， コノヴァロ

フ， キシキン， トレチャコフ (τpeTb兄KOB，C. H.)， マリヤントヴィチ (MaJI兄HTOBIPI，

n. H.)らがベトログラードに到着した O この Bかれらは， あらかじめ作成しておいた自
分たちの入閣に際しての条件をケレンスキーに提起した。それは， (1)アナーキーとの断固

たる闘争， (2)憲法制定議会選挙の自由の保証， (3)閣内での全大臣の同権， (4)軍の戦爵力回

復をめざす組織的活動， (5)1t、かなる無責任な党および階級組織からも政府は吉立的たるこ

と， (6)カデットの入額，という 6点であったc 次の日，ケレンスキー辻，かれらが当てに

してよい器内のポストとして，厚相，商工相，経済会議議長，会計検査院長の 4つを提示

L，現高工相のプロコポヴィチはこのため新しいポストへ移すこと，将来はさらに幾つか

のポストを考慮することをつけ加えた。かれらはこれに反対しなかったが，大事なこと

は，かれらの提起した条項と社会主義者の大臣が鍾勢にならぬことだと述べた。その夜，

かれらと全閣僚との新たな会合が行なわれたが， その席上， r政府jはかれらの提起した
条項に反対ではないことが明らかにされた。119)

これらのモスクワ・グループの動きは，カデット中央委員会との密接な連係の下で進め

られていたことは疑いない O そもそもキシキンはカデットの中央委員であり，コノヴァロ

フ(当時正式に入党)，スミノレノフもその党員であった。 トレチャコフ， ブノレイシキンは

正式党員ではなかったが，モスクワ市会選挙ではカデットの候補者名簿に登録されて当選

したという間柄であったc キシキンは， 14日の会合の後にも， 早速自己の中央委員会へ

報告に赴いている O カデヅト中央委員会は，委員会自身は政府形成に関与しないが，個々

の党員が個人的招請に応じて入閣することは差支えないという態度をとった0120〉コノレニ

ーロフ事件に際してのその動きからも分るとおり，このころのカデットは，すでに連立政

権に見切りをつけていたことは甥瞭である O ただ，当時においてもコノレニーロブとの聞に

一一定の戦術的次元での相異があった。就述のように 8月 138に， ミリュコーフがコノレ

ニーロフに「時期尚早」だと進言したのはその一例であろう O その時期にして「時期尚皐j

Jだとすれば，コノレニーロフのクーデターがみじめな失敗に終って間もないこの時期，ケ

レγスキーと完全に手を切ることにかれらが慎重にならざるをえないのは当然であった。

結局，カデットも，ケレンスキーと組んで連立の既成事実を作り，これも立場の弱まった

執行委員会多数派に，ひきつづく協調と一震の譲歩を迫る道を選んだものと思われる O

連立の基礎作業と示威行動はさらに続けられる o 17日には， ケレンスキーがキシキ γ

らに約束したとおり，商工相プロコポヴィチを食糧桔に移動させる指示が公表された121)。

118) CM. OKT兄6pbCKoeBoopy)KeHHOe BOCCTaHHe， KHHra 2，五.， 1967， CTp. 215. 
119) CM.口.H. MH江田KOB，TaM )Ke， CTp. 52--3. <<且eJIOHapO.ll.説話 156，CTp. 3. 
120) CM. <<D.eJIo HapO.ll.a>>持 155，cTp.4;民主 156，CTp. 3. 
121) CM. Tl. H. MHλ泊 KOB，TaM )Ke， CTp. 53. 
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18 B， Iモスクワの社会的活動家jの合同会議は，トレチャコフに入額を依頼し 閣内に

あるそのグループを指導するための訓令を作成することを決定した。その言H令は，先に示

した諸条項の実現をめざして「毅然たる関争を行なう必要性j を規定L，I政府の成員か

ら離脱する方法によってではなく，積極性を示すことによって譲歩をかちとることJを勧

告している。122) 19 8 ，民主主義会議の連立をめぐるあの票決結果が冬宮にもたらさせる O

最初の連立賛成の採決結果は[好印象」を生んだが，その後の，カデットとの連立が拒否

され，連立の定式全体が否決されたという情報は，子臨時政府の閣瞭に唖然たる惑清をもた

らしたJo123) 20日，民主主義会議の拡大幹部会に乗りこんだケレンスキーは，例の威しで

その演説を結んだ。すなわち， もしも民主主義会議が同質の政権を構成すると決めるなら

その決定に従おう，だがしカミL，カ込れ自身はその構成に参加することはできない，と。124)

民主主義会議がその幕を閉じた 9月 22日， ケレンスキーの可会の下で， I蕗時政府ム

民主主義会議の代表， Iモスクワの社会的活動家J，カデヅト中央委員会のメ γ バーによ

る，新政権の構成をめぐる合同会議が開かれた。125) この会議は， [政府Jを除く他の部分

を主体に，さらに 2日間続行される C 連立の主役を梯えたこの会議は，本来ならば，新政

権を構成する経過の初発に位置すべき会議であったが，事実はその最終段階にも等しい状

況に量かれていた。上述の通り，新政権の顔ぶれとそのポストの割り振りは，ケレンスキ

ーとモスクワ・ブルジョアジーによって，すでに殆んど動かし難いまでに決められていた

からである C もちろん，民主主義会議の代表が，この場でその顔ぶれを拒否することも可

能ではあろうが，誰と連立し，あるいはすべきでないか，という問題を棚上げにし，みず

から政権構成のイニシアチヴを放棄した「民主主義J派の側から，この期に及んで双方の

既成事実をくつがえす提案が出てくる見通しはありえなかった。まして，その代表の中心

には，予想される顕擦の組合わせに何一つ矛盾することのないカデット選別連立論のイデ

オローグたち一一←ツェレテザ，ゴーツ，アヴクセンチェフらが依然として座っていたので

ある O 従って，この合同会議で問題となりうることは，新連立政権のプログラムをめぐる

意晃の調整だけであったc チェルノーフ的な，まずプログラムの確立を，という主張から

みれば， T度逆の経過をたどったわけである O このことは，必然、的に既定の商僚の受容し

うる範関内に新政権のプログラムを限定する傾向を生λ出さざるをえず，あらかじめ民主

主義会議の{閣の一定の譲歩と後退を予定させるものであった。

「民主主義」派の譲歩と後退は，早くも第 1EJ吾の討議で明確となった。まず冒頭，開

会演説を行なったケレンスキーは，民主主義会議の決定は政府にとって道義的な重みはも

つが義務的なものではなL、こと，政権は無条件に連立の原郊に立脚すべきであること，政

122) CM. <<'ueJIo HapO.lla>>λも158，CTp. 4. 
123) TaM )Ke，地159，CTp. 3. 
124) CM. TaM )Ke， N2 160， CTp. 2. 
125) CM. TaM iKe，地 162，CTp. 3. 1"政府jカるら;主，ケレンスキー，テレシチエンコ， ニキーチン，ソ

ロコポ 1ゾイデー，ヴヱルホフスキー， ヴェルデレソスキー， ニブシモブの各大臣， サラスキン， ベル
ナソキー， デ 4γ ノブ'/¥ゾォズテ、ブの各til主'(f. !IIj宗教HIカルタシェブ，民主主義会議カ eらは，
-i-~\f 干と， ソェレ P ゐJ. シレ fヅ:ノ 〆、ノLケンゲ fム， ←" '!グ?ヱン←子工ブ. /1- F -1'二ブ， トゥシェ-)ニ

キ/， (ユーノ'の発 si JJH4主i:2れ ζし、心〉， ミー入 'J '/からよ， コノ，!アロブ， トレチャコブ， スミ/レ
ノノ，キシニテン， マリヤントヴイチ， カブ二ツトカミらi主， ナポコ -7 アドシェモブカ';111 rf~'J' し fニと，113 さ

れている O
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権はいかなる組織にも従属せず，政府成員の補充はただ政府のみがなしうること，いま臨

時協議会の召集が考慮されているが，それは議会の機能と権利をもちえず，政府はそれに

責任を負うことはできないこと， などに言及した01283 この挑戦的な演説が対立する双方

のどちら側に立つものであるかは境擦であるO 次に立ったカデットのナボコフ (Ha6oKOB，

B.江〉は， ケレ γスキーの考えに全く賛成であると述べ， ケレンスキーの見解と民主主

義会議のそれとの関には「巨大な相異Jがあると続けたc ナポコブによれば，その梧異の

第ーは，権力の源呆についてで，前者は2丹革命からの伝統的な政権の援受にそれを求

め，後者は自分自身を源泉とみなしていること，第二は 8・14プログラムについてで，

前者はそれを個別的なグループのプログラムだとみるのに対し，後者は政府にとって義務

的なものだとすること，第三は，予備議会についてで，前者は単なる諮問機関であるべき

だと考え，後者は政府がそれに責任を負うことを要求する点にあるという C127〉

ナボコフの整理は，両者の棺異点を的確にえぐり出したものであり，それだけに「民主

主義j探の側にあいまいな逃げを許さぬ鋭い追い打ちとなっ1::.0 この合同会議の討議でと

くに大きな論点となったのは，第三の栢異点であるO 民主主義会議では，たとえばソヴェ

ト多数派の決議，拡大幹部会の決定などにもみられたように，憲法制定議会が成立するま

で，民主主義会議の中から人民の代議機関 (npe，l{CTaBHTe.nbHoeyqpe)K，l{eHHe， n予e，l{CTa-

BHTeJIhHhI註 opraH)を作り，政府がそれに責任を負うべきだという考えは，広範な支持

を得ていた。そして，もしも連立政権が構成された諜は，この機関にブルジョア・グルー

プの代表も補充されるべきであるが， その際， I革命的民主主義j の代表の豪勢が保持さ

れねばならぬと考えられていた0128〉このような建前にたって構成されたのが，前述の民

主主義評議会であり， また， このような代議体の呼び名として， しばしば[予錆議会J

〈口peえnap.naMeHT) という用語が夜われてきたのであるO 連立の成立が決定的な時点に

たって，民主主義会議代表は，もちろん民主主義評議会へのブ、ルジョア・グループの参加

を当然のこととしていた。しかし，ブルジョア・グループの側からすれば，ナボコフの指

携したこの機関の権能についてはもちろん，たとえそこにブルジョア分子が参加したとし

ても，その形成過程それ自体からして，そのままには容認しかねる問題を見出したのはむ

しろ当然といえよう O カデットのアドジヱモプ (A江)KeMOB，M. C.)は，予稿議会は自分

らの権利の拡大を狙う「反民主主義的な議会の偽造品jだときめつけ，ナボコフも 2裏目

の発言で，それは[全く奇笹な選挙法Jvこ基づいて作られている，しかも政府がそれに責

任を負うようになるや否や，政府は最高権力機関から執行機関に変わり，最高権力はその

予備議会へ移るのだ，と攻撃している0129〉

ナボコフの言う第二の相異点， 8・14プログラムの取扱い方についても，幾つかの攻撃

が加えられた。ナポコフ自身 I革命的民主主義」の代表はブルジョアジーとの連立では

なく，ブ、ノレジョアジーの屈服を目指している，そうでもなければ8・14プログラム全体の

実現を連立政府に要求しているのを理解できないと指摘し， アドジェモブは， I有産者分

126) CM. TaM )l{e. 

127) CM. n. H. MHJI回 KOB，TaM )l{e， CTp. 63. 
128)たとえば<<，UeλoHapo，.na>} N2 160， cTp.2-3. 

129) CM. TaM )l{e， CTp. 3-4. 
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子と民主主義分子との協定は，民主主義会議の決議が至上命令とされない場合にのみ到達

されうるj と述べて， 8・14プログラムに「固執しない」ことを要求した。 コノヴァロフ

は， Iチヘイゼのプログラムについては，有産者分子はその一部に賛同する用意、がある」

〈傍点引用者〉と発言した。カデットは，会議の最後の方でその[基本的要求をまとめた

決議」を示したが，それは次のような要点からなっている C 連立政庶の活動はモスクワ会

議で、政府が述べた課題で、明確にされておワ，寧の戦闘力の活復，アナーキーとの闘争，地

方の法秩序の確立，経済的崩壊との関争にあること，臨時政宥のプログラムは政府岳身に

よって作成されるべきであること，国致会議の臨時召集は時宜を得たものと思われるが，

それは政府によって設置さるべきでるり，政府がその成員・権能を規定すべきであるこ

と。130)

一方の{建jが，モスクワ・グノレープの言I!令通りの「毅然、たる関争Jvこ出ているとき，ツェ

レテりらはそれと対照的な和解の姿勢を示す。ツェレテリ l主最初の発言の冒頭で，権力の

源泉についての問題で、かれらと政府の関に不一致はなく，革命の当初から，また危機にた

っ度に，政権は再者によって築かれ承認されてきたし，今また協定を結ぶべきときに際会

していると述べた。このときには，かれはまだ， 8・14プログラムを当面する政府活動の

最良の政縞であると指摘し，予婿議会についても，たとえ不完全なものでも必要不可欠で

あり，その機能は質疑と信任・不信任の意志表示によって政府の活動を統制することにあ

ると述べて，単なる諮問機関に変えようとする見解に対立してL、る O だが，次々と攻撃が

加えられる中で二度目に発言した際には， I政府宣言の中で 8月 14日のプログラムを引用

する必要は少しもないJ，大事なことはそのすべての措置を宣言の中で列挙することだ，

と述べて窪かながら後退の気配を見せる O そして，この合同会議の最後に発言したときに

は， I予備議会の召集と構成が臨時政府から発することもあってよいと思うJと述ベラ さ

らに[予錆議会に対して政府が公的に責任を負うということを断念する用意があるJと言

明する J31) これが民主主義会議の立場からの明白な後退であることはし、うまでもなかる

うO ミザュコープは次のように記している。 iこうして， 民主主義会議の代表が自分たち

のすべての原則的見地を放棄する姿勢を示したので，最務的な協定に到達しうる可龍性が

明らかになったJ132)とO

次の日からは， I政府」は，個々の大臣が説明に必要な緊に出ただけで，あとは参加しな

かったo i論争する双方， II革命的民主主義Jと『脊産者分子jjが「協定を結ぶのをじゃ

ましないためJ133)であるO この日は[最終的な協定J を作成するべく， 8・14プログラム

とその補足(対外政策〉を逐条的に討議L，と';tLを受け容れるかを決めていった。たとえ

ば固定価格の維持(すでに政府によって倍にl:げられた)など、幾つβ、のものが，すでに

意味を失ったもの， あるいは実現されたものと Lてあら治るじめ取除かれたc 以 f，I右産

分子;からの要求で変えられた主な点を需単に列挙しておこう O 国営シンジケート，強説

公震の条項は拒否され消滅したυ 高額・ j臨時の財産税については高額・臨時という規定が

130) CM. TaM JKe. 

131) CM. TaM JKe. 

132) n. H. MHJIlOKOB， TaM JKe， CTp. 65. 
133)τaM JKe， CTp. 69. 
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削除された。すべての土地を土地委員会へ譲渡する要求は厳しく拒否された。134) 後の政

府宣言には I静別の法律で制定される手続きに従い，現行の土地利用形態を侵犯するこ

となく j 農地は土地委員会の管理へ移されうる 135) という表現がみられるが， その言葉

の背後には農民の土地要求に対する原則的拒否の姿勢が毒ることを読みとるべきであろ

うO 民族問題も激論をひき起こした問題の一つであった。[有産者分子」は，全民族に完

全な自決権を認めることは受け容れられぬし，自治を実施する方策を藍ちに実現すること

は不可態だと主張した。結局この問題では， 8・14プログラムの言う「全国民の憲法制定

議会における協定によってJ136)ではなく， I憲法制定議会によって作成される原則に基づ

いてJ137)自決権を承認するとLづ表現に改められた。

8・14プログラムに含まれていない問題で、協定におり込まれたものは， その補足として

提起されていた対外政策と，前日議論された予錆議会の問題で、ある C まず予備議会につい

ては議需の配分が取り上げられ，民主主義会議で決められた f民主主義」派の 308の議席

に対して， I有産者分子jの議席は 120ないし 150とすることに合意が成立した。前日の

ツェレテジらの後退はこの日の協定にそのまま反映され，予鵠議会は完全な諮問機関の性

格をもつものとなり，政宥の公的な責在性も除外された。「有産者分子Jは，民主主義評

議会をそのまま予婿議会と認めることを拒否し，政府によるその法規の公平等と全成員の集

合後にはじめて「国家的機関JになりうるとしたG 民主主義評議会は，それまで「私的組

識Jとして活動することになった。予備議会をめぐるこれら合意事項の趣旨は，政府宣言

の「共和国臨時評議会J (BpeMeHHbI員 COBeTPecny6RHKH)に関する部分にそのまま取

り入れられているO この名称はツェレテりが提案したものであるが，かれが予備議会をめ

ぐる問題で自説の通りの結果を生みえたのは，殆んどこの名称だけだったのである。138)

対外政策については， I民主主義」派の側から，民主的講和をめざす積極的な関争，具体

的には国際会議の召集へ向けての断固たる方策， 同会議での条約再検討の提議， I民主主

義j代表の出席，などが提案されたが，これに対して接加の反対はなかったとされてい

るO だが，この日の最後に出された， 10月16日に予定される同盟国のパワ会議に代表を

参加させるという提案には，ブルジョア・グループの{良uから，希望する人物を代表団に含

めるのはよいが公的には政府代表として出席すべきだという反論が出され， I民主主義j

派の側もそれを諒承した。139)

以上が 8・14プログラムを下敷に協定を作成する際，この日の会議で問題とされた主

な点である O 端的にこの経過を特徴づけるならば，それは，民主主義会議代表が行なった

譲歩と後退の記録であるといえよう O 但 L，ここに成立した協定の内容は，必ずしも「民

主主義j派の一方的な譲歩によるものとはし、えなかった。 ミリュコーフは 9月 25日付

政府宣言一一それはこの協定内容の文章化に誌かならない一ーについて， r対外政策と F寧

134) CM. <<江eJloHapO)(砂地 163，CTp. 2. 
135) CM. 06meHau.HoHa.nbHbl負 KpH3HC，CTp. 235. 
136) n. H. MH.n幻KOB，TaM iKe， BbIll. 2， CTp. 122. 
137) <<瓦e.noHapO)la>> N! 163， CTp. 2. 
138) CM.口.H. MHλおKOB，TaM iKe， BbIll. 3， CTp. 7Cト1.<<，Ue.no HapO)lω N2 163， CTp. 2. 
139) CM. <<，Ue.no HapO)la>>， TaM iKe. 
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の戦闘力の強化』の分野においては， プログラムは， [f革命的民主主義』の観点を受け容

れていたJ140) と記述している O ミリュコープの挙げた 2点のうち，第 1点の対外政策につ

いては，われわれはその指構をそのまま首肯できなし、。確かに宣言には，民主的講和をめ

ざす努力が謡われているが， このこと自体は3月27日付政府宣言まで遡りうることであ

って， この持期にとちたてて問題とするには当らない。むしろ 7・8政府宣言には現確

に記されている[この〔同盟国]会議では，ロシアは，外務当訪者とならんで，ロシア民

主主義の代表によっても代表される J141) (傍点引用者〉と Lづ表現が，上述の経過があっ

て， 9・25政府宣言では「臨時政府はその会議において，政府の全権代表に含まれる，民

主主義諸組識の特別委任を付与された人物によっても代表される J142) (傍点ヲi沼者)とい

う表現に変わっていることを考慮すれば，やはヲここにも[民主主義」派の慎uの後退がみ

られる O

だが第2点の「寧の戦闘力の強化jについては， ミリュコーフの指摘は妥当性をもつも

のといわねばならないo 9・25政府宣言の中では，問題の箇所は， rすでに最高総司令官の
命令の中で布告され，臨時政府陸軍大庄の名で宣言された民主主義的路線に泊って進

むJ143) といった表現で、示され，それほど具体的に展開されていない。従ってこの「路線j

〈ミリュコーフの言う「ヴェノレホフスキーのプログラム J144)) の具体的内容は地の資料に

求めねばならないが，さし当りここでは 9月9日付の首相・陸海軍相名による陸海軍へ

のよびかけを取り上げてみよう。そこでは 7点にわたって具体的な方策が示されている

が，その主なものは，無能で共和制になじまぬ指揮官の交替，コルニーロフ反乱に捲きこ

まれた総司令部全幹部の交替，反乱に参加した軍団の総奇令部からの撤去，指揮官層と兵

士委員会の協働による軍の正常化，全逮捕者の当局への引渡しと士宮の盗意的処刑を行な

った者の逮捕， などである。145) ここには， たとえばモスクワ国政会議の頃に軍部あるい

は政府がとっていた方向とは明確に異なる f民主主義的路線Jへの回帰がみられることは

確かで忘る O にもかかわらず， 23日の会議では， この条項をめぐる論争は記録されてい

ない。その理由は，おそらく，コノレニーロフ的要素に対するコノレニーロフ反乱瓦解後の激

しい反接の高まちに求めることができるであろう O いわば時の勢いである O カデットら

は，コノレニーロフ主義者の焔印を二重に押されないためには，コルニーロフ陰謀の後仕末

を柱とする fヴェノレホフスキーのプログラムJ~こ公然、と刃向かうことを避けねばならなか

った。

こうして，部分的には 8・14プログラムをのり越えさえするものを得ながらも，全体と

しては 8・14プログラムなし、し民主主義会議の立場を一層「有産者j向けに変容させるこ

とによって，民主主義会議の代表は，第三次連立政権の誕生を予告する事実上の政府プロ

グラムの共同作成者となった。残る作業は，民主主義会議の全権利を譲り受けた民主主義

140)口.H. MHJIlOKOB， TaM泌 e，CTp. 75. 
141)日泊λhCKH註 KpH3HC，CTp. 296. 
142) 06w.eHaUHOHaJIhHbI誌 KpH3HC，CTp. 234. 
143) TaM )l{e. 

]44) n. H. MHv'IぬKOB，TaM )l{e， CTp. 70. 
1-15) CM. 06lll，eHaUHOHaJIbHhI註 KpH3HC，CTp. 222-3. 
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評議会で，その協定の承認を求めることだけである O この 13，9月 23日の午後4時近く，

民主主義評議会第 1国会議の開会が宣せられたが，会議は間もなく休憩となり，冬宮で交

渉に当っている民主主義会議代表の到着を待っていた。午後7時過ぎに，ツェレテリ，ア

ヴクセンチェフ，ゴーツが冬宮から戻り，民主主義評議会の本格的な議事が再開されるO

政権の再構成をめぐるツェレテリの報告とその討議は，かれの要求によって非公開で行な

われた0148〉討議の言頭， トロッキーは，非公開にしたことを批判するとともに，代表自

は民主主義会議が課したカデットとの連立拒否，私的な無責任政権の廃絶としづ使命を遂

行しなかったと指摘しカレーリ γは，妥協と協調を批判して「革命的民主主義勢力の連

立jに基づく政権を対置した。 これに対してメンシェヴィキのダンは I連立が苦難にあ

えぐロシアを治癒する奇跡をもたらすとは全く期待していないj が Iロシア革命の上に

かざされたダモクレスの剣を感ずるj が故に連立を支持するのだと述べ， r妥協の形式も
その結果も満足の感情を{云えうるようなものではないjが「予錨議会の創設に大きな前

進Jを見出しつつ， その協定を受容する意向を示したo Iエス・エノレ多数派Jを代表して

発言したノレドネフも，予備議会の創設によって将来「同質の民主主義政蔚jを提起しうる

可能性があることを考慮し，現時点ではその「実験jを許しえないとして，ダンに賛成し

た。147)

結局，民主主義評議会は，ダ γの提案した決議案を 109対 75 (棄権6)をもって可決し

た。その決議は，予備議会の形成を「大きな前進Jであると評値した後，次のように続け

ているo I民主主義評議会は，予備議会への政府の公的責任性を確立することが必要不可

欠であると考える O そして，現在の条件の下では代表毘によって立案された諺定を受容し

うると考えるが， 権力は， 予漏議会の信任を受ける政府に帰属することを声明する」。先

にみたダンの発言同様，歯切れの悪い内容ではあるが，この決議が，ツェレテリの報告し

た協定を容認し，従ってまた，第三次連立の結成を承認するものであることに違いはな

い。この票決に先立って，チェノレノーフは，自分と用意、見の者と共に投票を棄権すると声

明した。かれはその理由を， 自分自身は決議に反対したし、が， 自派く中paKIJ.H兄〉の多数

が賛成しているので， I党規律により」そうするのだと注釈し， I民主主義は，ふたたび，

極めて重大な， おそらく移復しえない誤まりを記そうとしているJ と警告した014S) 後に

みずから記しているように， チェルノーフは，誤まりと知りながら， r到達しえぬ党り統
ーとし、う呪物のために，かれの発議で党が公式に採用したそのプログラムり繕方的な擁護

を犠牲にしたJ149)のであるO

24 rJ ，前日とi司じメンバーによる最後の合同会議が開かれた。「有産者分子 jの代表
は，民主主義評議会の決議が予錆議会への政府の公的責任性を規定したことを取り上げ，

ツェレテザに対して，それは，首尾よく達成された協定を破棄し，予備議会問題の全面的

な再検討を求めるかの如くであるがどうか，と詰問した。これに対してツェレテりは，民

主主義評議会は政府が予備議会に公的責任を負わないという点をも含めて「民主主義と有

146) CM. <<，UeJIo HapO~a)) N!!163 ， CTp. 2. 

147) CM. TaM )l{e， N2 1弘， crp.2. 
148) C滋. TaM )Ke， CTp. 3. 

149) V. Chernov， ibid.， p. 402. 

192 



ロシア臨時致f仔に舟ずる一考察(下〉

産者分子の代表によって策定された協定の全条項を完全に承認Lた j と答え，了事実上の

責任性の確立をかちとる権手トーーもちろんその際は専ら議会闘争の方法でーーは予備議会

ti二委ねられるj とつけ加えたとz つまり，民主主義評議会の決議は，予備議会自身が事実上

支任性の確立をかちとっていくという趣旨のものであり，協定の承認とは加の事がらだと

し、う弁明である。討議の結果，ツェレテりがこの釈明を正式に臨時政府の中で行なう，と

いうことが確認さ;hた。 1時間近どで務別の議論もなく協定の最終的テキストが仕上げら
れ7こC156〉

(6 ) 

9月 26Fl， I臨時政府の大臣任命に関する決定 jが公表きれ，第三次連立政府の発足が

告げられた。つづし、て 27Fl ，新臨時政宥の宣言が出現した0151〉再者の日付は，ともに 9

月25日付となっている。 この二つのうち，あとの方の 9・25政府宣言については， すで
に触れた了民主主義と有産者分子Jの協定に基づくものであるから，ここでくり返す必要

はなし~ここで若干の検討を必要とするのは，最初に挙げた「臨時政府の大臣任命に関す

る決定 jで本決まりとなった第三次連立政府の人的構成をめぐる問題であるO

この「決定」は，それに冠せられた形容匂が示すように， I臨時政府 Jが新しし、大尽を

任命・補充したという形をとっている O 補充された新大臣ほ次の 8名であるo A. I1.コノ

ヴァロフ(高工相，話1]首相)，口.H.マリヤ γ トヴ fチ(法桓)， H. M.キシキン(厚生

和)， A. B. リヴェロフスキ~ (運輸相)， M. B.ベノレナツキー(蔵相)， K. A.グヴォズ

デフ(労相)， C. A.スミルノフ(会計検査院長)， C. H. トレチャコフ(経済会議議

長)0152) 第三次連立政時の全構成を知るには，これに五人評議会のメンバーを含む前致府

からの留任者を加えなくてはならなし、。前記8名の新任組を任命したと称するこの留任組

とは， 次の 7名であるo A.φ.ケレソスキー(首相)， M. I1.テレシチェ γコ(外相)， 

A. M.ニキーチン(内相兼逓信相)， A. M.ヴヱノレホフスキー(陸相)， 1l. H.ヴェルデ

レフスキー(海相〉一一以上!日五人評議会メ γパー--， C.H.プロコポヴィチ(食糧桔)， 

C. C.サラスキン(文相〉。153〉 さらに留任組としてもうひとり， A. B.カノレタシェフ(宗

教桔〉を加える 154)。空席となっている農相には， C.九マスロフの就任が要請されたが，

150) CM. <<，Ue.7Io Hapo江a)>N2 164， CTp. 2. 
151) CM.日.H. MHλ沿 KOB，TaM )Ke， CTp. 75. 
152) CM. 06w.eHaUHOHa.7IbHbI註 KP沼3HC，CTp. 233. 
153) CM. <<，Ue.7Io H3PO，ll3>> NQ 164， CTp. 2.サラスキ γ，ベルナツキーは， 9月15Uの『デーロ・ナロ
ーダ』でそれぞれの省長官から大臣に格土庁きれたことが報ぜられているが， 22 Hの言ii記合同会議
;こi土，ふたりとももとの省長官の肩書きでその出席が報ぜられているくCM.TaM )Ke， N2 155， CTp. 
4 ;地 162，CTp. 3)。だが 9)j 25日付「海持政府の大豆任命に隠する決定j では， ベノレナツキーだ
けが省長官から大区上こ昇任したことが記述されており， サラスキンについては触れられていない。
つ主りサラスキンは留任扱いにされている。

154)カノLタシヱブを留任組の抱の 7名と耳元扱上区別したのは， 22 tlの前記合河会議の出席者の記録iこね
ぃーと.1，1iI宗教大臣Jときれて抱の「大庄一!とl玉吉Ijされていること，および， 9月261'1の『デーロ・
-)-p - ;，t Jlで報ぜられている間援に;ヱカパタシヱフの名前がみえず， r農業大臣と宗教大臣の補充に
関する問題は現在に至るまで判黙としていないJという記述がみられることを考君、したか九である
(CM. T3M )Ke，民主 164，CTp. 2)。だが也の資料によって， カルタシヱブは宗教相として留任して
いたことぷ確認される(たとえば DocurnentsIII， p. 1715， 1790)。従って，ブJノレタシヱフは221二1J、土
品iニー ¥i王辞職し，その後勉の 7人よりもなにが Lかの期間遅れて留任が次:どしたものと思われるが，
/>のところわれわれにはこれ口とのことは分らな l'G なじ，第三次連立の発足時まで{大mJとし
て留っていたニブレモフは，新政府に留任せず， スイス駐在特命全権公自に転じた (CM.TaM )Ke， 
F占164，CTp. 3)。
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かれは，これまで通り農民代表ソヴェトの仕事に打ちこむ必要があると述べて，一旦その

就任を拒絶した。しかし，その後の交渉の中で， 9月30日ごろ，その要請を受諾する。155)

従って， 第三次連立政府の成員は， カノレタシェフ，マスロフも含めて，計 17名によって

構成されたわけである円

この新政府の構成を，第一次-第二次連立について試みた方法に準じて，政治的視点か

ら分類するとすれば，まず日につくことは，新任のキジキ γ，スミルノフ，返り咲きのコ

ノヴァロフ，留在のカノレタシェフ，それに事実上の党員ともいうべきトレチャコフを含め

て 5名のカデット系閣僚の存在であるO 仮に第二次連立の分類で患いた「非社会主義グ、ノレ

ープj という範轄をここでも使うとすれば，この 5名に当然、テレシチェンコを加えなけれ

ばならない。かれはその後一層右傾化を強め，閣内でコルニーロフの要求を支持し，ケレ

ンスキー政府の「三頭政治」を右手から分解させる方向をたどっていた。156) 一方「社会

主義グループjの方はどうか。残り 11名の関祭のうち， メンシェヴィキに属する者は，

ニキーチγ，プロコポヴィチ， グヴォズデフ， マリヤソトヴィチの4名である 0157〉これ

に，第 2次連立に際してのミリュコーフの分類に従って，ベルナツキーをメンシェヴィキ

系に含めておこう。158) エス・エノレ系は，ケレンスキー，マスロフ， リヴェロフスキー 15幻

の3名である O これらの「社会主義グループJ， とりわけメンシェヴィキ系の関援に対す

る評価は，左右を関わず、彊めて低く， I権威ある代表j ではないとか， I二流JI三流」の

人物だとかいった言葉が公然と語られていたC166〉もちろん， ケレンスキー，マスロフ

は名の通ったエス・エノレではあったが，ともにその右派であり，とくにケレンスキーにつ

いては，もはやエス・エノレと言い難い法ど協調の虜となっていたことはくり返すまでもな

L 、O

このような「社会主義グループj の実態は，第三次連立の政治的階級的色分けに関する

その後の言及に様々な異同を生んだ。同じソ連史家の記述でも， ある文献は， I政府の連

立的性格は実際には擬昔話であり，ブルジョアジーは17のうち 11のポストを握ってL、たJl61)

と述べ， ある文献法， I新政府において『社会主義者大臣jは，ブ、ノレジョアジーの代表に

比較して多数を有しており， 10対 8がその比率J152〉だったと述べている O 仮に前者の説

をとれば，まだここで触れていないヴェルホフスキー，ヴェルデレフスキー，サラスキン

はもちろん，われわれが挙げた計 8名の「社会主義クツレープj の中からも 2名が失格して

「ブルジョアジー」に属することになる O まずケレ γスキーは護実であろうが，あとのひ

155) CM. TaM )l{e，地 164，CTp. 2;地 168，CTp. 3. エス・エ/レ中央委員会は， 10丹 4S， マスロフ

の入閣を， (1)土地を土地委員会の手へ移す法案の公布， (2)設中にある土地委員会のメンバーの釈放，
という 2点を条件として承認しだ (CM.KpaTKH註 OTQeT0 pa60Tax可eTBepTaroC'be3江anapTHH 

COIJ;HaJIHCTOB-peBOJI即日HOHepOB，neTpOrpa){， 1918， CTp. 69)。
156) Cf. V. Chernov， ibid.， p. 352-3. 
157) CM.日.H. MHJI泊 KOB，TaM )l{e， CTp. 79. 
158) CM. TaM )l{e， Bblll. 2， CTp. 44. 

15'号〉リワヱロアスキーをエス・エルと Lたのは， Documents IIIの人名索引に討された注記によってい
る。

160) CM. <<丘町10HapO，ll.a滑油 164，CTp. 2; N2 166， CTp. 1:口.H. MHJI泊 KOB，TaM )l{e， BbIn. 3， 
CTp. 79 H江p.

161) I1CTOpl拐 BeJIHKO註 OKT兄6pbCKOHCOUHaJIHCTH可eCKO註 peBOJIぬUHH，M.， 1967， CTp. 163. 
162) OKTH6pbcKoe Boopy)l{eHHoe BOCCTaHHe， KHHra 2， CTp. 218. 
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とりが誰になるかは定かではえ互いc だが後者の文献が別の箇所で言及しているように，ヴ

ヱノレデレフスキーは，政府の -u左翼的』掩護の役割」を云々される出獄したばかりの提
督であり，ヴェノレホフスキーも，すで亡触れたとおり，軍委員会上層部を足場に軍事政策

における「民主主義的路線 i を口に L ていた ~iO 才の将軍である J63〉サラスキンは，ゼム

ストヴすの活動家であり，マスロフ同様，全ロシア農民代表ソヴヱトの執行委員であっ

た。1(4) これらの 3名を含めて，残り 11名の中から 5名までを fプノレジョアジーJに罵す

ものとするのは，不当な事態の単純化というべきであろう。しかし同時に，いかに括孤付

きとはいえ，後者の文献がいうように 6名の「ブルジョアジーの代表j以外の者をすべ

て「社会主義者大臣」と呼ぶことにも可成の無理が伴う O トロッキーは， 16名のブルジ

ョア大豆と 10名の半社会主義者的大臣Jl紛(傍点引用者〉と記しているが， これは， j: 

記のエス・エノレ，メンシェヴィキをも，おしなべてもはや社会主義者の名に短いしないも

のとみるトロッキーの政治的価笹観に基づく表現で島ろう O われわれは， 17名の成員に関

するこれまでの検討に依拠して，第三次連立政府の政治的構成については，カデット系の

5名を含む6名のブノレジョア・グループとエス・エノレニメンシヱヴィキ系の 8名を含む11

名の非ブルジョ 7 ・グループの連立という規定を用いておきたい。

いずれにしても，この量的比率が第二次連立の時以上にその実質的意味を失っているこ

とは，すでに触れた f社会主義グループjの実態からして明らかである。ェス・エル，メ

ンシェヴィキが連立の人的構成にかかわるイニシアチヴを放棄したことは， I社会主義グ

ループjの選考をケレ γスキーの自由に委ねたことを意味するが，そのケレンスキーは，

fずっとかれの競争者となりえない人の中からその成員を選んできていた。独創的で自主

的な政治的大人物は次第に排除されるか，あるいはみずから出ていった。今や多かれ少か

れ名の知られた人たちが離れていった。ツヱレテリ，チヱルノーフの島と，アヴクセンチ

ェフとスコベレフが去った 101(6) 寵内の社会主義者は一層小物となり，一層右よりとなっ

た。このことは，ソヴェト内部における反連立勢力の強化の中で，エス・エノレ=メンシェ

ヴィキ・ブロックの連立への支持がすでに半身の構えに変わったことの結果であったが，

それはまた，漸くFlの目をみた第三次連立政府への支持を一碧冷やかで壊疑的なものにさ

せる原因ともなった。

ユス・エノレの Fデーロ・ナローダ』は 9月28日付主張 i新政府Jの中で、第三次連
立政府の宣言は窪かの後退を除いて 8・14プログラムの略述に等しい内容であり，それを

歓迎しうるが， 1われわれは， 宣言が紙の上にとどまらず¥ ついにそれのみが言葉を事実

163) CM. T3M ){{e， CTp. 179-180. 
164) Cf. Documents III， p. 1799. 
165) トロッキー， 前掲書， 194頁。本文中の f後者の文献Jもそうであるが，閣僚の合奇数が 1名たり
なL、O われわれの挙げた17名のうち，誰がぬけているのかほ， どちらの場合もはっきりしない。ま

た， どちらの場介も「ブソレジョア大豆」の数が6名でわれわれの挙:子た数字と一致するが， 総:n.数
が注うことから Lても，その 6名の人名までわれわれと一致Lているかどうかも必ずしも明際では

なL、。なお，右翼エス・ヱ lt.-のジテインベ/レクも，新政府立， 5人のカデットを含む7人の「ブル
ジョアj と，残りのいかなる社会主義政党にも責任を負っていない「半社会主義者j からなってい

たと記している(CM. 11. lllTe益H6epr，OT中eBp3JI兄 rroOKT冗6pb1917 r.， 5epλHH-MHJI3H， 
CTp. 109)。
166)訂.H. MHJ11OKOB， T3M )Ke， CTp. 79. 
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に変えうる，あの大胆で、断固たる創造的動きが生れるという保証を有していない」と述

べ，その理由を「荷よりもまず新政府の成員Jに求めているo 1われわれはその中に，連

立に参加した党や住民諸階級の指導者を，そのエネルギーとその忠節さがプログラム実現

の保証となる定評ある国民の指導者を見出さなしづ。工業の社会的規制の課題は， これま

でそれをサボタージュしてきた高工業ブルジョアジーの代表，コノヴァロフ， トレチャコ

フに，重要な内相・労相のポストは「革命的民主主義の二、流の活動家jに，対外政策の指

導は，今までも必要なエネルギ{を示さなかったその大臣に委ねられた。「誰がこのこと

の罪を負うべきなのかん主張「新政府Jはこのように自問して次のように続けるoi何よ
りも先ず革命的民主主義自身である O 革命的民主主義は，ある種の権力への恐怖，行動へ

の，国家的創造へのある種の意志の欠除に擢っている O まさにかれらによって，まさにか

れらのプラソに従って形成された連立政界へ，自己の最良の人物を送りこむ代りに，かれ

らは，専ら首相に内簡の成員の決定を委ねることで溝足し，同時に，首相がかれら自身の

最も創造的な力を求めるのを拒否しているのだ。これは何か一一冷淡さか，無力さか，そ

れとも責任を負うことへの恐棉なのか?J167) 

主張「新政府jは，結局「プログラム実現の唯一の保証」を，新政府にではなく， 1将

来の f共和国〕器時評議会の活動」に求めるのであるが紛その期待も空しく潰えるこ

とはいうまでもなかろう C 周知のように，第三次連立政府は，発足してから了度ひと丹後

に> 10月武装蜂起によって倒される O われわれは， このひと丹間の第三次連立政府(最

後の臨時政府〉の「不毛の記録jをここでひき続いて検討していくことはしなし、。本小稿

の「はじめにjで記した， 1第五章において， 第二次，第三次連立政府の形成へとすすむ

につれて，エス・エfレが，連立問題に対する態度を次第に変化させてし、く過程を追跡Jす

るという課題は，これまでの記述によって，極めて不十分ながら果しえたものと考え，小

稿の最後に，残された点>110月革命後に出きれた彼ら自身による連立政策の総括的見解」

について，ごくかんたんにつけ加えておくにとどめたL、。

エス・エノレは>10月武装蜂起によるポザジェヴィキ致権の成立から丁度ひと月が経過し

た時期> 11月 26日から 12月 5Rまで，第4回党大会を開寵した。これはエス・エノレの最

後の党大会である 0189〉すで、にわれわれは，第 I章 (3)において， この大会の議事録にみら

れるロシア革命の基本的性格にかかわるエス・エノレの見解に触れておいたが，ここでは，

かれらがその基本的見解に立脚しつつ連立政策をどのように回顧し総括したかが，検討の

中心点となる C 大会での連立政策をめぐる討議は，大会第 1Aに行なわれたチェノレノーフ

の「現時点についての報告Jがその基調となるので，われわれはまず同報告にみられる連

立故策へのチヱルノーフの言及をとり上げねばならない。

チェルノーフは，その報告の中で，第一次連立以来の経過を詳細にあとづけ，メンシェ

167) CM. <<瓦eJIOHapOJl.a>> M 166， CTp. 1. Documents III， p. 1718-9. 
168) CM. TaM )Ke. 
169)エス・エ/しは，その長，全党的珪格をもっ会議と Lてv主， 1918年 5丹， 1919年 6月， 1921年 2月に

それぞれ，第 81司，第9lliL 第 10回の党会議 (COBeTrrapT沼お〉をもっているが，党大会 (C'be3江

口apTHH)は第4田が最後である (CM.K. B. ryceB， X. A.豆pHU克H，OT COrJIalllaTeJIbCTBa K 
KOHTppeBOJIぬUHH，M.， 1968， CTp. 252， 341， 382)。
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ヴィキ，エス・エノレ，エス・エル左派の基本的見解を整理対照した後，エス・エノレの進路

に立ちふさがる左右の妨害など，極めて困難な事態があったとはいえ， I党の担uの誤主り

もあった|として， 次のように指摘しているつ「もしも fコルニーロフの」暴動後，連立

政腎が作られずに真の同質の社会主義政府が作られたならば，現在，国を内戦から救うこ

とが可能だったであろうム「すでに連立の経験を二震くり返したことが余計であった。し

かしそこには楕状を酌量しうる困難な事態があった。だが，三度この経験をくり返すこ

とはもはや全く自己弁護の余地がないJと。この誤まりの主体的根源を，かれの大会を通

じての発言から抽出すれば、， 基本的には， I社会革命j としてのロシア革命の特質を党の

指導組織がその政策に十分に生かしていなかったこと，組織的には，戦争を背景とする左

右再派の分化と党規律の破壊，政治的には，ブルジョアジーの力の「過大評価 iと「民主

主義j の力の「過小評価ムなどが考えられていたように思われる O なおチェノレノーフは，

自分自身はコノレニーロフ事件後「同質の社会主義政府を支持したJと述べているが，それ

は不正確であろうJ70〉民主主義会議に関する記述の筒所で検討したように，かれの提起

した「より同賀の政11守j または汗狭い連立jの政府J(主，左派が主張してきた f同質の

社会主義政府一!と直ちに合致するものではないっ

依然として連立政策の正当詮を支持する立場からチェルノーフの報告に皮対した者とし

ては， たとえば右派に近い中央委員アルハンゲリスキー (ApXaHre，，1bCKH註， B. r.)がし、

るO かれは，現在党内で、は連立の思想、は全く信用されなくなってきたが，その連立を唯一

の解決策だと認めたのは第 3田党大会であると指摘し， Iそれ故， 今日の連立の原則の壊

滅は革命そのものの壊滅である jと述べた。同じく中央委員で右翼中央深のロゼ γブザュ

ム〔フィルソブ)(P03eH6JIぬM，1l. C.) も， コノレニーロフ反乱後まる 1か月続いた「政

権の危機jの圏難な事態を想起させ，エス・エノレだけが新しい政府プログラムの作成を認

めたのではなく，ポリシヱヴィキの代表も含めてすべての社会主義派が一致して行なった

こと，ただ中間的路線のみが内戦を避け革命を救いうると考えたことなどに言及して，

[われわれは革命を救いえなかったが，われわれは正しい路線のために闘ったのだ」と述

べたっチェルノーフが今や革命の性格から説き起こして連立を否定すれば，それに反対す

る側も，党大会の決定，社会主義深の統内戦の回避などを持ち出L，連立の運命を苧命

の運命と同一視していることが特徴的である。また右派のスタリ γスキー (CTaJIHHcKHi1)

は，現在の:革命がブ、ノレジョア的なものではなくー 「勤労者・社会主義革命!であることは

「エス・エノレ党の基本的世界観jであり，われわれもまたその観点を支持していると述

べ， I報告者〔チェルノーフ〕はこの立場に立つ者;主連立に反対な筈だったというが，連立

に賛成していた全同志は党のイデオロギーを裏切ったとでもいうのかつ j と反論した0171〉

確かにエス・エノレの言う「勤労者革命!あるし、は「社会革命 iは，それだけの解釈の椙を

持つ概念、であるといえよう。

一」方，チェルノーフを左から批判する勢力があったc たとえば， 左派に近いコガンーベ

170) CM. KpaTKH註OT可eT0 pa60Tax可eTBepTaroCoe3.lla napTHH COUHa，i'lHCTOB-peBOJIIOUHOHepoB， 
CTp. 19， 21， 25-6， 109， 113， 123. 以後 KpaTKH負 OT可eTIVと略記する。

171) CM. TaM )l{e， CTp. 52， 82， 107-8. アノレハンダリスキーもロゼ、ンプリュムも第4fi11大会では中央
:委只にj:i!ばれていない。
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ノレγ シテイン〈五oraH-5epHllITe註H，M. JI.) は， iもしも中央委員会の活動の基本的罪悪

がその政治的動揺にあるとすれば，これらの政治的動揺の日付を，同志チェルノーフに代

表される党の国際主義的翼が再志アヴグセンチェフに代表される改長主義的翼と交わした

かの象徴的な接吻からとしなければならなL、。われわれが諸翼の関の際関を糊塗した瞬間

から，われわれはその動揺を運命づけられてしまった|と語り， ~党の方針を正すことを，

われわれは中央委員会の同質な政治的多数派の下でなしうるであろう」と指摘してい

る。172) チェルノーフも「同賞の社会主義政府」の正当性を主張している以上， より左の

立場からするチヱルノーフへの批判は，政権の連立に関する場ではなり立ち難い。コガンー

ベノレ γシティンの批判は， i党の統ーという現物」の勇となっていたチェルノーフの党内

協調路線に向けられたのいわば連立を許した党内の連立を批判し同質の中央委員会を要

求したので、ある O このときすでに，エス・エノレ左派の中心的部分は党内の連立を断ち切

り， 11月四日から 28日にかけて，新党の結成を告げる左翼社会革命党(イ γ ターナショ

ナザスト〉第 1回大会に結集していた。173) この行動が，コガγーベルンシティンの言葉を

こえるエス・エル中央派への厳しい批判であることは，あらためていうまでもない。

報告に基づく討議を終えて，第4回大会は「現時点についての決議jの採択に移るが，

票決の対象とされた決議案は 3つあった。ひとつは報告者チエルノーフの提案，さらにア

ノレハ γゲリスキーの提案とコガγーベルンシティ γらの共同提案である。174>票決の結果，

第 1の案が，賛成 99，反対51，棄権27で多数の支持を護得し，第2の案は賛成 7，第 3

の案は賛成 52，反対 72，棄権 32にとどまった。大会は決議の最終的な文案作成を，チェ

ルノーフ， コガγーベノレ γシティ γ， アノレハ γゲザスキーら 5名からなる「調停委員会」

に付託した。次の日，チェルノーフが「調停委員会Jを代表してその経過を報告し，大会

に最撚案を提出した。 コガ γーベノレγシティ γの提起した修正事項は， 問委員会によって

却下されていたが，再じく大会においても拒否された。この日， 12月 4S， i現時点につ

いての決議J最終案は， 126対 7 (棄権 11)の圧倒的多数で可決された0175〉

この決議は， かつて引用したことがあるように 176) 10月革命当時のエス・エルの革命

観を示す興味ある文書であるが，同時に，本稿の主眼であるその連立政策への態度という

点では，痛切な自己批判の文書ともなっている O すなわちそれは， i現在のロシア革命は，

以前，ロシアのマルクス主義者たちが確信していたが如きブ、ノレジョア革命では決してな

く，それ故に，人民のロシアと者達者のロシアとの協調と共同の努力の中では遂行されえ

ないj とし、う基本的観点をうち出し， iこの真理は， わが社会主義的民主主義の指導的諸

君によって十分に自覚されていなかったj と指橋する O そのために，ポリシェヴィキによ

る変革の直前の時期のように，子古びて陳粛となった有産者ロシアとの連立を何としても

実現しようとするくり返しくり返しの不毛な試みに必要以上にたたずんで‘いたJoi社会主

義的民主主義にとって，諸階梯のーっとして，有産者分子との混合政界の経験をへること

172) CM. TaM混 e，CTp. 89. 
173)前掲拙稿， 43-7頁参照。
174)このほか，エリヤシェヴ、イチ (EJIb兄国eBHq) も修正案を提起したが却下された。

175) CM. KpaTKH鼓 OTQeTIV， CTp. 123-8， 143. 

176)拙稿「十丹革命期におけるエス・エルJCWロシア史研究』ぬ 16)2-3頁，参照。
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は避けられないことであった」が， この経験は， i有産者分子jが農業問題をはじめとす

る革命の諸課題を勤労人民の利益に合致する形で解決するのに同意しないことを如実に示

すことによって，その役割を果し終えた。「この瞬間から，連立に関する経験の反復と経

続jは，ただ政権の創造的活動を休止させ，勤労人民の不満を増大させるだけのものとな

ったo i社会主義的民主主義の健全な部分は，わが党をも含めて，残念ながら，困難な詩期

に十分な確留さを示さず，時機を失せずに権力を自己の手中に握らず，それを最後まで，

衰弱し色あせ，人気を失った政府の手に残しておいた……J177)

以上は，この決議の前半の要約にすぎないのだが，第4回党大会が連立政策をどのよう

に総括したかを知るには， もはやこれで十分であろう O ょうやく 10月革命後になってか

ら，エス・エノレ党は，第二次・第三次連立の容認を公式に誤まりと規定したのであるO

おわ切に

簡単にエス・エノレの連立問題に関する態度の推移を振り返ってみようっ

4月事件後，エス・エルが当初の態度を転換して連立にふみ切った要国としては，エス

・エノレ右派による一種の戦時挙国内関的な連立の主張，兵士層の「社会主義者大臣!によ

る要求実現への期待からくる連立への支持，閣内ブルジョア・グループによる「総辞職J

をふりかざしての圧力などが挙げられようが，われわれはとくに，エス・エノレ中央深の革

命の性格と展望に関する基本的認識の変容に呂を向げ，若干の分析を試みた。その後，第

二次，第三次の連立をくり返してし、く中で，エス・エノレは，第一次連立期の政婿の全面的

支持という姿勢力、ら次第に冷やかな条件的支持の姿勢へと後退し，その内部には，カデッ

ト選別の連立論，カデット排除・ブノレジョアジー選別の連立論，さらには「向賓の社会主

義政宥J論〈連立反対論〕など， 半連立・反連立的額向の意見の分化が拡大していった

が，この変化は，ついに 10月苧a命の時点まで，第一次連立以来のエス・エノレ=メ γシヱヴ

ィキ・ブロックとカデットを二本の柱とする連立の基本的講成を変化させるまでには至ら

なかった。

ただ例外的時期をなしているのは、第一次連立の崩壊から第二次連立の成立に至る主で

の過渡期に当る「残部内閣 1178) (7月 88-24日〉の時期である。この政府は，エス・エ

ノレ=メ γシヱヴィキ・ブロックがその主導権を掌握L，臨時諸政府の中でも相対的に左翼

的な政府宣言(プログラム〉を持つという点で，ブルジョアジーとの協調の枠組をふみ越

える可龍性を苧んだ政府であった。 しかし エス・エノレ=メ γシェヴィキ・プロックは，

177) CM. KpaTKH註 OTQeTIV， CTp. 144-5. 

178)われわれは，この持期の政府を「竿命救済政宥jと記してきた。 7月9R ~こ，政府がそのように命

名されたことな本文記載の通りであるが， ただわれわれ辻， うかつにもこの呼称が第二次連立後も

使河jされていたことに気づかなかった。たとえば rデーロ・ナローダ、』の場合， 8月11日頃まで「革
命救涜政府Jといろ政府の呼び名が敏晃される。従って，とくに 7月 8-24日までの政府の綜名とし
てこの言葉を丹II、たのは正しくなかった。 ラドキーは， この間の政府について，‘theskeleton 

cabinet'あるいはまerenski'srump cabinet' という表現を用いている (Cf.O. H. Radkey， ibid.， 
p. 294)。われわれもこの一部を借用して， この時期の政府を「残部内閣j と呼ぶことにしたい O こ

の呼酢は誤解の余地なく河期の政Jf守題右のものとして使用しうるし，われわれの同政府への検討結

果からみても適切な呼称だと君、うからである O 従って，本誌14号にある本小稿(中〉の (4)以降に

ある「革命救涜政持Jという表現を，すべて「残部内閣jという表現に改める。
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与えられた政権をそのプログラムの実現へ向けて行捜するよりはむしろ，カデットとの連

立を再現するためにそのプログラムを犠牲にする方向へ歩み， 1残部内閣j を単なる過渡

的政府の域を殆んど出ないものにとどめてしまった。もう一つの過渡期に成立した五人評

議会 (1執致府J) 体昔話~ (9月 1日-24自)は，ケレンスキーへの全権委任から新連立の成

立までに至る需の経過的措置として出現したものにすぎず，事実上の政府の解斧状態を権

力の継承性の外被で覆し、かくす機能を担うものであった。

本文の最後でみた通り，エス・エノレは，第4田党大会において連立の反復・継続を誤ま

りと自認したが，すでに十月革命としづ歴史の転換点を経過したロシアにあって，その

自己批判はそのままその後の行動方針へと直結してはいかなかった。むしろ，グーセフ，

エリツァ γ らの研究によれば，チェコ軍団の反乱を背景として， 1918年 6月にサマーラで

組識された fエス・エノレ政府J(憲法制定議会議員委員会〉の指導的メ γバーは， I今は階

級に依拠しては主主らず¥ポリシェヴィキの道に諮って進んではならない。……従ってわれ

われの全政葉は，ブロックの創設に，階薮的反自の結果として社会に生み出された摩擦の

根絶に向けられるj と述べ， 「プノレジョアジーとの連立の保持Jを呂指して進んだとされ

る0179〉だがこの時期のエス・エルの動向は， 1917年のロシア臨時政府を念頭におくこの

小稿の範囲を越える問題であり，十月革命後の異質な対抗関係を踏まえた新たな検討を必

要とする課題であろう O 地日を期したい。

179) CM. K. B. ryceB， X. A. EpHU克H，TaM :>Ke， CTp. 255， 322. B. B. ra予MH3a，Kpy回 eHHe

9cepOBCKHX rrpaBHTeJIbCTB， M.， 1970， CTp. 19， 31-3. 
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ロシア臨時政府に関する一考察〈下〉

K Bonpocy 0 B3aHMOOTHOllleHHH 

MelK.llY KOaJIHQHe員 H C.-P. 

K3H~3HpO TaKaOKa 

HaCTO兄Il.(a兄 CTaTb冗 aHaJIH3HpyeTnepeMeH狂oeOTHOWeHHe 3CepOB K BpeMeHHoMy 

npaBHTeJIbCTBy B 1917 r. 

Bo  BpeM兄中eBpaJIbCKO註 peBOJIぬIJ.HH，OHH CTO冗JIHnpoTHB KOaJIHIJ.HH C 6yp)Kya・

3HbIMH napTH兄MH H 3a 6yp)Kya3Hoe npaBHTeJIbCTBO npH yC.710BHH “nOCTOJIbKy， 
nOCKOJIbKy ...". MeCHlJ;a qepe3 瓦Ba 6yp瓦 ya3Ha兄 rpynna B npaBHTeJIbCTBe， KOTopoe 

nonaJIO B KpH3HC BJIaCTH， nOTpe60BaJIa OT 3cepo-MeHbweBHcTcKoro I1K neTporpa-

~CKoro COBeTa BCTynJIeHH兄 npe~CTaBHTeJIe品 B npaBHTeJIbCTBo. 日paBble 3cepbI 

CHaqaJIa BbICKa3bIBaJIHCb 3a KOaJIHIJ.HIO CO BceMH 3JleMeHTaMH， no瓦江ep )l{HBaIO立~HMH

BOHHY， H Tenepb 3a BXO)l{江eHHeCOIJ.HaJIHCTOB B COCTaB npaBHTeJIbCTBa COJI~aTCKHe 

MaCCbI TO)l{e， paCCqHTbIBa兄 Ha oCyIl.(ecTBJIeHHe MHpa “MHHHCTpaMH-COIJ.HaJIHCTaMH" . 
BCTpeTHBWHCb C HaqaJIOM 6yp)Kya3Ho・~eMOKpaTHqeCKO註 peBOJIお江区九日eHTp 3cepoB， 

pyKOBO~兄Il.(H員 3TO註 napTHeH， H3MeH兄JI CBOIO Tpa~HIJ. HOHHyIO cTpaTerHqecKyIO no・

3HIJ.HIO， qTO ~e.1JaJIO TeopeTH可eCKHnpHeMJIeMbIMH COTpy ~HHqeCTBO B npaBHTeJIbCTBe 

C IJ.eH30BOH POCCHH， XOT冗 6bI“BKaqeCTBe O~Horo H3 nepexo~兄Il.(HX 3TanOB ". TaKHM 

06pa30M napTH兄 3cepOB npH3Haλa BCTynJIeHHe CBOHX npe~cTaBHTeJIe員 B npaBHTe-

JIbCTBO BMeCTe C MeHbweBHKaMH H no兄BHJIaCb nepBa兄 KOaJIHIJ.H兄

口o Mepe Toro， KaK nOBTop兄♂aCb KOaJIHIJ.H兄，日03HIJ.H兄 3cepO-MeHbweBHCTCKoro

6JIOKa no OTHoweHHe K He註 nepe出 JIa OT aKTHBHO員 no~瓦ep)l{ KH K naCCHBHO品目

BHyTpH 3cepoB no兄BHJIHCbpa3Hble B3r .n:兄瓦bIHa Koa耳目立目的， HanpHMep ， B~CKa3~BaHHe

3a KOaJIHIJ.HIO no npe瓦 HeMY，3a KOaJIHIJ;HJO C OT ~e.1J bHbIMH 瓦eJIaTeJIbHbIMH Ka~eTaMH ， 

3a KOaJIHIJ;HIO C OT ~eJIbHbIMH npe~cTaBHTe.;1兄MH 6yp)l{ya3HH 6e3 Ka~eTOB ， 3a O~HO・

pO.lJ.HyIO cOIJ.HaJIHCTHqecKyJO BJIaCTb， T. e.， npoTHB KOaJIHIJ.HH H T. ~. TeM He MeHee 

KOaJIHIJ;H兄， KOTopa兄 COCTO兄iIa H3 ~ByX OCHOBHbIX 3，，1JeMeHTOB， 3cepo-MeHb出 eBHCTC-

Koro 6JIOKa H napTHH Ka江eTOB，6bIJIa npHH兄Ta napTHe註 3cepOB BnJIOTb ~O OKT兄・

6pbCKO註 peBO瓦お日HH.

TOJIbKO B “rump cabinet"く8-24liぬ江沼) rocno~cTByJO Il.(ee MeCTO 3aHHMaJI 3cepo-

MeHb江IeBHCTCKH註 6JIOK 目立eKJIapaIJ;反応 (nporpaMMy) 3Toro MHHHcTepcTBa pe3Ko 

KpHTHKOBaJIH Ka~eTCKHe H ToproBo・npOMbl山 JIeHHble KpyrH. A TOT 6.110K He Hcno・

JIb30BaJI CBOJO BJIaCTb ~JI兄口pOBe~eHH兄 3TOH ロporpaMMbl B )l{H3Hb H OT ~aJI ee B 

)l{epTBy C IJ.eJIbIO B03pO~HTb KOaJIHIJ.HIO C Ka~eTaM孔口03TOMy 3TO MHHHcTepcTBo 

nOqTH He BhlXO~HJIO H3 paMoK npocToro nepexo~Horo ロpaBHTeJIbCTBa. 4TO K 
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